
国立大学法人等の中期目標変更原案について 

１法人から中期目標変更の意見があり、変更内容については以下のとおり。 

○ 福島復興再生特別措置法の一部改正による名称決定に伴う変更 １法人

（福島） 

資料１ 
国立大学法人評価委員会

総会（第73回） 



国立大学法人等の中期目標変更原案について 

○福島復興再生特別措置法の一部改正による名称決定に伴う変更 １法人 

番
号 

法人名 
変更内容 

変更前 変更案 

14 福島大学 

 
（前文）法人の基本的な目標  
２ 研究においては、学類各分野の高度な融合と総
合性を実現させるために、異分野間の共同研究を推
進する。地域課題・21 世紀的課題に対応した基盤
研究を強化するとともに、研究の種の発掘・育成を
行い、学類･研究科の「強み」を伸ばす。外部機関
との連携を強化し、全学のセンター及び研究所を再
編して先端研究を推進するとともに、復興庁で設置
を検討している「福島浜通り地域の国際教育研究拠
点（以下、「国際教育研究拠点」という。）」に参画
し、大学の機能を拡張することで、社会変革につな
がるイノベーションの創出を目指す。 

 
（前文）法人の基本的な目標  
２ 研究においては、学類各分野の高度な融合と総
合性を実現させるために、異分野間の共同研究を
推進する。地域課題・21世紀的課題に対応した基
盤研究を強化するとともに、研究の種の発掘・育
成を行い、学類･研究科の「強み」を伸ばす。外
部機関との連携を強化し、全学のセンター及び研
究所を再編して先端研究を推進するとともに、福
島国際研究教育機構の事業に参画し、大学の機能
を拡張することで、社会変革につながるイノベー
ションの創出を目指す。 

 ※福島国際研究教育機構：福島復興再生特別措置
法に基づく特別の法人として、原子力災害からの福
島の復興及び再生に寄与するため、新産業創出等の
研究開発等を目的とし、令和５年４月に福島県双葉
郡浪江町に設立。 

 

 

 



国立大学法人等の中期計画変更案について 

 

５２法人から中期計画変更案の提出があり、変更内容については以下のとおり。 

 

＜中期計画本文の変更＞ 
〇 重点的に取り組む新たな構想が具体化したこと等に伴う変更 ４法人 
   （弘前、千葉、和歌山、広島） 

 

〇 重要な財産を譲渡し、又は担保に供するための変更 １４法人 
（北海道教育、旭川医科、東北、宇都宮、東京、東京医科歯科、横浜国立、静岡、 
豊橋技術科学、京都、神戸、鳥取、高知、九州） 
 

〇 中期目標期間を超える債務負担に関する変更 ２法人 

（東北、福島） 

 

〇 その他の変更 

・学内組織・制度等の名称決定等に伴う変更 ７法人 
（弘前、山形、福島、筑波、横浜国立、熊本、情報システム） 

 
   ・評価指標の基準値の確定等に伴う変更 ２法人 
    （徳島、香川） 
 

・文言の訂正等その他の変更 ４法人 
（山梨、三重、宮崎、東海国立） 

 
＜中期計画別表の変更＞ 

〇 教育研究組織の設置等に伴う変更 ４２法人 

・教育研究組織の設置・改組に伴う変更 ３９法人 
（東北、山形、福島、筑波、千葉、東京、東京医科歯科、東京農工、電気通信、 
一橋、新潟、金沢、山梨、静岡、浜松医科、三重、滋賀医科、京都、大阪、神戸、 
和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、九州、佐賀、 
長崎、熊本、大分、鹿児島、琉球、総合研究大学院、北海道国立） 

 

 ・募集停止に伴う学部・研究科名の削除のみ ３法人 
（宇都宮、長岡技術科学、京都教育） 

 
〇 教育関係共同利用拠点の認定・改組等に伴う変更 ６法人 
   （茨城、筑波、千葉、信州、広島、熊本） 

 
 



国立大学法人等の中期計画変更案について 

＜中期計画本文の変更＞ 

○ 重点的に取り組む新たな構想が具体化したこと等に伴う変更 ４法人 

番
号 

法人名 
変更内容 

変更理由 
変更前 変更案 

08 弘前大学 

【10】多様な価値観を備えた人材を養成する
ため、新たな国際化に即した教育環境を
整備するとともに、国内における国際交
流の活性化を推進する。また、優秀な留
学生を獲得するため国際的な教育プロ
グラムを提供する。 

 
 

評価指標 ①海外協定校等が実施するオン
ラインプログラムの提供件数
を令和２年度より1.5倍以上
とする。（第４期中期目標期
間最終年度） 

②令和７年度までに国内の海外
教育機関と交流協定を締結す
る。 

③令和７年度までに国際共同研
究指導プログラムを導入する
。 

 

【10】多様な価値観を備えた人材を養成する
ため、新たな国際化に即した教育環境を
整備するとともに、国内における国際交
流の活性化を推進する。また、学生の更
なる海外派遣や優秀な留学生を獲得す
るため国際的な教育プログラムを提供
する。 

 

評価指標 ①海外協定校等が実施するオン
ラインプログラムの提供件数
を令和２年度より1.5倍以上
とする。（第４期中期目標期
間最終年度） 

②令和７年度までに国内の海外
教育機関と交流協定を締結す
る。 

③令和７年度までに国際共同研
究指導プログラムを導入する
。 

 

・海外協定校等とコチュ
テルなどの国際共同研究
指導プログラムに関する
覚書を締結・導入するこ
とにより、優秀な留学生
の獲得のみならず、学生
の海外派遣の拡大につな
げる事業を新たに開始す
るため。 
 

21 千葉大学 

（１）先駆的・先端的な研究分野への積極
的な支援を更に進めるため、新たに国際
高等研究基幹（仮称）を創設し、新規性
・独創性を備えた発展性のある研究群に
対し、従来の枠組みにとらわれない人事
給与システム（新年俸制等）の活用や、
学内資源（人事・予算）の戦略的・重点
的な配分、学術研究・イノベーション推
進機構が有するサポート体制（研究IRや
技術移転戦略等）の積極活用等を行うこ
とにより、国際的に高く評価される知的
資産を生み出す国際的な教育研究拠点を
整備する。 

 
 
 
 

評価指標 （１－１）対象とする重点研
究群における、大型外部資
金獲得件数（科研費(基盤
S、A相当以上)、受託研究
(3,000万円以上)、共同研
究(1,000万円以上)） 

 ・基準値（2020年度新規＋ 
継続数）:９件 

 ・目標値（2027年度新規
＋継続数）:11件 

（１－２）対象とする重点研
究群における、高被引用学
術論文率（Web of 
Science(WoS)/InCitesの
Top10%論文率） 

 ・基準値（2018年）:11.7% 
・目標値（2027年）:12.7% 

（１）先駆的・先端的な研究分野への積極
的な支援を更に進めるため、新たに国際
高等研究基幹を創設し、新規性・独創性
を備えた発展性のある研究群に対し、従
来の枠組みにとらわれない人事給与シス
テム（新年俸制等）の活用や、学内資源
（人事・予算）の戦略的・重点的な配分
、学術研究・イノベーション推進機構が
有するサポート体制（研究IRや技術移転
戦略等）の積極活用、「未来粘膜ワクチ
ン研究開発シナジー拠点」の拠点長のリ
ーダーシップが発揮できる体制整備等を
行うことにより、国際的に高く評価され
る知的資産を生み出す国際的な教育研究
拠点を整備する。 

 
 

評価指標 （１－１）対象とする重点研
究群における、大型外部資
金獲得件数（科研費(基盤
S、A相当以上)、受託研究
(3,000万円以上)、共同研
究(1,000万円以上)） 

 ・基準値（2020年度新規＋ 
継続数）:９件 

 ・目標値（2027年度新規
＋継続数）:11件 

（１－２）対象とする重点研
究群における、高被引用学
術論文率（Web of 
Science(WoS)/InCitesの
Top10%論文率） 

 ・基準値（2018年）:11.7% 
・目標値（2027年）:12.7% 

 
 
・令和４年４月１日に国
際高等研究基幹を設置し
たため。 
 
 
 
 
・令和４年10月１日に設
置した「未来粘膜ワクチ
ン研究開発シナジー拠点
」における独立的な運営
によるワクチン研究開発
目標の達成に向け、必要
な体制を整備することと
したため。 

61 和歌山大学 

【2-1】高度化・複雑化する現代社会の諸課
題に対応できる人材を育成するため、文
科系・理科系を問わず必要とされるデー
タサイエンス・AIの知識・技能に関して
、教養教育科目及び連携展開科目におい
て初歩から実践レベルまで系統立てて展
開するとともに、文理融合・分野横断型
の学位プログラムとして、データサイエ
ンス・AIの知識と経営やマーケティング
などのマネジメント能力を有したデータ
サイエンティストの養成をシステム工学
部と他学部が共同して進める。 

 
 
 
 

【2-1】高度化・複雑化する現代社会の諸課
題に対応できる人材を育成するため、文
科系・理科系を問わず必要とされるデー
タサイエンス・AIの知識・技能に関して
、教養教育科目及び連携展開科目におい
て初歩から実践レベルまで系統立てて展
開するとともに、文理融合・分野横断型
の学位プログラムとして、データサイエ
ンス・AIの知識と経営やマーケティング
などのマネジメント能力を有したデータ
サイエンティストの養成をシステム工学
部と他学部が共同して進める。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



番
号 

法人名 
変更内容 

変更理由 
変更前 変更案 

 
評価指標 【2-1-1】教養教育科目にお

いてデータサイエンス
・AI科目群の導入科目
（１年次第１・２クォ
ーター開講）を令和５
年度までに全学生共通
の必修科目とする。 

【2-1-2】教養教育科目及び
連携展開科目において
順次性をもって体系化
されるデータサイエン
ス・AI科目群から、10
単位を取得してサーテ
ィファイされる学生の
割合を、第４期中期目
標期間最終年度までに
卒業生の５％まで引き
上げる。 

【2-1-3】システム工学部と
その他の３学部が連携し
た、理工系をベースとし
たデータサイエンティス
トの養成を目的とする学
位プログラムを整備し、
本プログラムを修了した
システム工学部以外の学
生の割合を全体の30％以
上とする。 

 
 
 
 
 

 

 
評価指標 【2-1-1】教養教育科目にお

いてデータサイエンス
・AI科目群の導入科目
（１年次第１・２クォ
ーター開講）を令和５
年度までに全学生共通
の必修科目とする。 

【2-1-2】教養教育科目及び
連携展開科目において
順次性をもって体系化
されるデータサイエン
ス・AI科目群から、10
単位を修得してサーテ
ィファイされる学生の
割合を、第４期中期目
標期間最終年度までに
卒業生の５％まで引き
上げる。 

【2-1-3】経済学部、システ
ム工学部、観光学部が
連係した学部等連係課
程実施基本組織を設置
し、その課程において
、社会でデータを利活
用できる人材を養成す
るため、企業や自治体
等と連携して開設する
授業科目を設け、基盤
となる授業科目「プロ
ジェクト演習」の単位
修得者数を120人以上
とする。（第４期中期
目標期間中 合計 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・誤字の修正（学則上の
表記に修正） 
 
 
 
 
 
・システム工学部以外の
学生をデータサイエンテ
ィストとして養成する指
標を設定していたところ
、より高い教育効果を得
るため、システム工学部
の学位プログラムを全学
展開することに代えて学
部等連係課程を設置する
こととしたため。 
 
 
 
 

65 広島大学 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する目標を達
成するためにとるべき措置 

１ 社会との共創に関する目標を達成す
るための措置   

（略） 
 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する目標を達
成するためにとるべき措置  

１ 社会との共創に関する目標を達成す
るための措置 

（略） 
 

【１】-５ 感染症パンデミック発生時
にはワクチン製造ができ、平時には
バイオ医薬品を製造できるデュアル
ユース設備を有する国際水準の拠点
を整備する。この拠点を活用し、日
本、米国、欧州の医薬品の製造管理
及び品質管理の基準（GMP）を理解
した国際水準の医薬品製造に対応で
きる人材を育成するとともに、産業
界等との受託研究及び共同研究によ
り、国際水準の医薬品製造に貢献す
る。 

 
評価指標 【１】-５-１ GMP教育の修

了者数を12人（累計）に
する。 

【１】-５-２ 医薬品等に関
する受託研究又は共同研
究を３件（累計）実施する。 

 

・感染症パンデミック発
生時にはワクチン製造が
でき、平時にはバイオ医
薬品を製造できるデュア
ルユース設備を有する国
際水準の拠点を整備し、
国際水準の医薬品製造に
関する教育研究に新たに
取り組むこととなったた
め。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供するための変更 １４法人 

番
号 

法人名 
変更内容 

変更理由 
変更前 変更案 

02 
北海道教育
大学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画    
計画の予定なし 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画  

札幌あいの里団地（札幌校、附属札幌
小・中学校他）の東側に位置する土地の
一部（北海道札幌市北区あいの里５条３
丁目１番１号 1,180㎡）を譲渡する。 

 

・令和５年度に新営予
定の学生、教職員や地域
住民が利用する共同複
合施設への取付道路等
を整備するため、札幌市
と土地交換を行う。譲渡
予定部分の敷地東側端
部周辺は、札幌あいの里
団地の緑地部分であり、
建設予定の建物等はな
く、大学の業務運営上支
障がない。 

06 
旭川医科大
学 

Ⅷ.重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 
 該当なし 

Ⅷ.重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 

・職員宿舎の土地（北海道旭川市緑が丘2
条3丁目3番、北海道旭川市緑が丘2条4丁
目4番1号 26,923.58平方メートル）、建
物を譲渡する。 

 

・当該宿舎は空き家と
なっており、資産の有効
活用が出来ていない状
況であり、今後有効活用
の見込みがないことか
ら譲渡するもの。 

10 東北大学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供す
る計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 
 ・なし 
 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 

・旧開発地理学磐梯研究所跡地（福島県
耶麻郡猪苗代町字芹沢4040番43）990.94
㎡を譲渡する。 

・老朽化等により廃止し
た野外研究・教育施設の
用地について、利用計画
がなく、今後の使用見込
がないことから譲渡する
こととしたため。 
 

18 宇都宮大学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供す
る計画 
○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供す
る計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 
計画の予定なし 

 
 
 
 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画 
○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 

農学部附属演習林（船生演習林）の土
地の一部（栃木県塩谷郡塩谷町大字船生
７５５６ ４，６４３㎡）を公共目的に
資するため譲渡する。 

 

・天頂下沢砂防施設づ
くり事業に伴い、農学部
附属演習林（船生演習
林）の土地の一部を栃木
県に譲渡するため。譲渡
予定部分付近は、教員の
測量、測樹及び標本採取
等、また、学生の実習（育
林（間伐等））を予定し
ていたが、別区域を設定
することで対応が可能
であるため、大学の業務
運営上支障がない。 

22 東京大学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供す
る計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 

・地震研究所広島地震観測所アンテナ施
設跡地（広島県広島市安佐北区落合七丁
目1408 外 603.48㎡）を譲渡する。 
・大学院農学生命科学研究科附属生態調
和農学機構の土地の一部（東京都西東京
市北原町三丁目2667番 外 3,475.60㎡）
を譲渡する。 
・生産技術研究所附属千葉実験所跡地の
土地の一部（千葉県千葉市稲毛区弥生町
1-8 30,859.07㎡）を譲渡する。 
・大学院農学生命科学研究科附属演習林
生態水文学研究所の土地の一部（愛知県
犬山市大字前原字橋爪山1番1 5,448.75
㎡）を譲渡する。 
・大学院農学生命科学研究科附属生態調
和農学機構の土地の一部（東京都西東京
市緑町一丁目2700番 外 17,326.73㎡）
を譲渡する。 
・大学院農学生命科学研究科附属生態調
和農学機構の土地の一部（東京都西東京
市緑町一丁目2955番 外 6,040.48㎡）を
譲渡する。 
・大学院農学生命科学研究科附属生態調
和農学機構の土地の一部（東京都西東京
市緑町一丁目2599番1 外 8,820.79㎡）
を譲渡する。 

 
 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 

・地震研究所広島地震観測所アンテナ施
設跡地（広島県広島市安佐北区落合七丁
目1408 外 603.48㎡）を譲渡する。 
・大学院農学生命科学研究科附属生態調
和農学機構の土地の一部（東京都西東京
市北原町三丁目2667番 外 3,475.60㎡）
を譲渡する。 
・生産技術研究所附属千葉実験所跡地の
土地の一部（千葉県千葉市稲毛区弥生町
1-8 30,859.07㎡）を譲渡する。 
・大学院農学生命科学研究科附属演習林
生態水文学研究所の土地の一部（愛知県
犬山市大字前原字橋爪山1番1 5,448.75
㎡）を譲渡する。 
・大学院農学生命科学研究科附属生態調
和農学機構の土地の一部（東京都西東京
市緑町一丁目2700番 外 17,326.73㎡）を
譲渡する。 
・大学院農学生命科学研究科附属生態調
和農学機構の土地の一部（東京都西東京
市緑町一丁目2955番 外 6,040.48㎡）を
譲渡する。 
・大学院農学生命科学研究科附属生態調
和農学機構の土地の一部（東京都西東京
市緑町一丁目2599番1 外 8,820.79㎡）を
譲渡する。 
・大学院農学生命科学研究科附属演習林
千葉演習林の土地の一部（千葉県君津市
黄和田畑字郷田倉1631-10 2,149.30㎡）
を譲渡する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・千葉県からの道路用地
としての譲渡要望に応
じるため。対象の土地は
広葉樹の天然林であり、
教育研究の対象として
使用する見込みがなく
試験地、施業地にも該当
しないため、譲渡しても
業務運営上支障がない。 



番
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・大学院農学生命科学研究科附属演習林
北海道演習林の土地の一部（北海道富良
野市字東山 81,779.08㎡）を譲渡する。 
 
 
 
 

 
 
・生産技術研究所附属千葉実験所跡地の
土地の全部（千葉県千葉市稲毛区弥生町
7-2 外 75,298.97㎡）を譲渡する。 
 
 
 
 
 

 
・大沢職員宿舎の土地の全部（東京都三
鷹市大沢二丁目20-31 3,920.79㎡）を譲
渡する。 

 

・北海道からの河川用
地としての譲渡要望に
応じるため。譲渡予定地
は、現況が河川敷地であ
ることから森林施業、森
林教育並びに試験研究
等に利用することはな
いため、業務運営上の支
障はない。  
・キャンパス整備計画
の一環として譲渡する
ため。譲渡予定地は、生
産技術研究所千葉実験
所として使用していた
が、柏キャンパスに機能
移転が完了しているた
め業務運営上の支障は
ない。 
・キャンパス整備計画
の一環として譲渡する
ため。譲渡予定地の機能
については、他の宿舎へ
集約をすることが可能
であるため、業務運営上
の支障はない。 

23 
東京医科歯
科大学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画 
 
１．重要な財産を譲渡する計画 
該当なし 

 
 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画 
 
１．重要な財産を譲渡する計画 

１）国府台地区の土地の一部（千葉県市
川市国府台２丁目１番46 59.5㎡）を譲渡
する。 

・個人が使用している本
学用途に使用していない
土地を、当該個人に譲渡
するため。 
 

33 
横浜国立大
学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供す
る計画 

重要な財産を譲渡し、又は担保に供す
る計画はなし。 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 

峰沢国際交流会館の外周道路（土地）
（横浜市保土ケ谷区峰沢町305-1）244㎡
を譲渡する。 

 
２．重要な財産を担保に供する計画 

重要な財産を担保に供する計画はなし。 

・敷地内の介在道路敷（
横浜市所有）と外周道路
を交換するため、譲渡す
るものである。譲渡予定
部分は、市民にも使用さ
れている道路であり、業
務運営上、支障がない。 

43 静岡大学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供す
る計画 
○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供す

る計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 
該当なし 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画 
○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供す

る計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 

野外教育施設の土地及び建物(静岡県富
士宮市麓字大丸山173番2、静岡県富士宮
市麓字大丸山173番3、静岡県富士宮市麓
字瀬々ナギ174番3 土地3,305.56㎡ 建
物442.2㎡)を譲渡する。 

 

・野外教育施設は、施設
の老朽化と稼働率の低下
から、廃止を含め抜本的
な見直しの検討を行い、
令和４年度から利用を停
止した。利用停止後の野
外教育施設の有効活用に
ついて改めて検討を行っ
た結果、該当の施設は古
く、そのままの状態では
利用することができず、
施設の改修や維持管理に
多額の費用を要すること
から売却することによる
変更。 

48 
豊橋技術科
学大学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画 
計画の予定なし。 

 
 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 

職員宿舎（愛知県豊橋市牛川通１丁目
17－７）の土地の全部（640平方メートル
）及び建物の全部（２棟、各164平方メー
トル）を譲渡する。 

 

・当該宿舎は、豊橋技術
科学大学職員宿舎のうち
最も大学から遠い場所に
あり、老朽化も著しく、
宿舎以外の活用も含めて
検討したが、今後有効活
用の見込がなく、現状の
建物も含めた形で譲渡す
ることが適切と判断した
ため。 
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52 京都大学 

○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供す
る計画 
 
１．重要な財産を譲渡する計画 

・白馬山の家の土地及び建物（長野県北
安曇郡小谷村大字千国字柳久保乙869番
２）を譲渡する。 
・桂職員宿舎の土地（京都市西京区下津
林六反田１番地３ 3,815.98㎡）を譲渡
する。 
・宇治職員宿舎の土地の一部（宇治市五
ヶ庄瓦塚46番１ 219.49㎡）を譲渡する
。 

 

○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画 
 
１．重要な財産を譲渡する計画 

・白馬山の家の土地及び建物（長野県北
安曇郡小谷村大字千国字柳久保乙869番２
）を譲渡する。 
・桂職員宿舎の土地（京都市西京区下津
林六反田１番地３ 3,815.98㎡）を譲渡
する。 
・宇治職員宿舎の土地の一部（宇治市五
ヶ庄瓦塚46番１ 219.49㎡）を譲渡する
。 
・国際交流会館みささぎ分館の建物（京
都市山科区御陵池堤町28）を譲渡する。 
 
 
 
 
 
 
・栽培植物起原学研究室の土地の一部（
向日市物集女町中条1番、24番 239.55㎡
）を譲渡する。    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・老朽化等により長期的
な維持管理が困難である
ことから、京都市との協
議の結果、同市との国際
交流会館みささぎ分館敷
地の賃貸借契約の満了と
ともに当該建物を譲渡す
ることとなったため。 
・向日市から市道物集女
寺戸幹線における通学路
の安全対策を行うため道
路拡幅を目的とした道路
改良工事を計画している
ことから、栽培植物起原
学研究室敷地の一部につ
いて取得したい旨の依頼
があり検討した結果、譲
渡予定地は用地提供して
も教育研究活動への支障
がないと判断し、当該土
地を譲渡するため。 

58 神戸大学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供す
る計画 
 
１．重要な財産を譲渡する計画 

・明石団地の土地の一部及び附属明石中
学校の建物の一部（兵庫県明石市山下町
358番16号、土地6,118.95㎡及び建物
3,245.83㎡）を譲渡する。 
・山の街団地の土地及び建物（兵庫県神
戸市北区緑町1丁目2番3号、土地243.84
㎡及び建物260.76㎡）を譲渡する。 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画 
 
１．重要な財産を譲渡する計画 

・明石団地の土地の一部及び附属明石中
学校の建物の一部（兵庫県明石市山下町
358番16号、土地6,118.95㎡及び建物
3,245.83㎡）を譲渡する。 
・山の街団地の土地及び建物（兵庫県神
戸市北区緑町1丁目2番3号、土地243.84㎡
及び建物260.76㎡）を譲渡する。 
 
・宝塚団地の土地及び建物（兵庫県宝塚
市武庫山1-7、土地1,002㎡及び建物1,251
㎡）を譲渡する。 
・鈴蘭台団地の土地及び建物（兵庫県神
戸市北区鈴蘭台西町3-12-57、土地2,905
㎡及び建物2,040㎡）を譲渡する。 
・ひよどり台団地の土地及び建物（兵庫
県神戸市北区ひよどり台3-6、土地6,344
㎡及び建物3,394㎡）を譲渡する。 
 
・深田団地の土地及び建物（兵庫県神戸
市灘区深田町1-1-25、土地421㎡及び建物
395㎡）を譲渡する。 
 
 
 
 
・淡路２団地の土地及び建物（兵庫県南
あわじ市松帆古津路970-68、土地7,681㎡
及び建物1,643㎡）を譲渡する。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・「職員宿舎の整理
統合に向けた基本方
針について（平成28
年12月6日学長制定）
」に基づく整理統合
に伴い廃止した当該
宿舎を譲渡するため
。 

 
・「学生宿舎、職員宿舎
等の活用基本方針（令和
4年3月29日学長制定）」
に基づく機能集約化に伴
い廃止した当該施設を譲
渡するため。 
 
・兵庫県南あわじ市の慶
野松原観光まちづくり計
画に必要となる宿泊施設
用地について、当該自治
体からの譲渡要望に応じ
るため。主たる目的であ
る学生の水泳実習や海洋
における実験･実習が実
施されなくなったことか
ら、業務運営上支障はな
い。 
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62 鳥取大学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 
 ・該当なし 
 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 
１）白浜（一）宿舎（RA、RB、旧外国人宿
舎等）の土地及び建物（鳥取県鳥取市湖山
町西一丁目３５７番地、６,６１３.１３㎡
（建物延面積３,０９２.３２㎡））を譲渡
する。 

・宿舎を設置してから
５０年以上経過してお
り、耐震強度不足や老朽
化による安全面に問題
があり、また有効な活用
策も無かったため、土地
及び建物を譲渡するこ
ととした。 

71 高知大学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担
保に供する計画 
〇重要な財産を譲渡する計画 

・宇佐東団地（野外活動施設）の土地及
び建物（高知県土佐市宇佐町宇佐東町浜
３１５９番５  3,963.69 ㎡）を譲渡す
る。 
 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供す
る計画 
〇重要な財産を譲渡する計画 

・宇佐東団地（野外活動施設）の土地及び
建物（高知県土佐市宇佐町宇佐東町浜３
１５９番５  3,963.69 ㎡）を譲渡する。 
・朝倉南団地の土地の一部（高知県高知市
朝倉本町二丁目 17－47 569.11 ㎡）を譲
渡する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・船舶２隻（高知県土佐市 ねぷちゅーん
5.5 トン、はまゆう 2.0 トン）を譲渡する。 

 

 
 
 
 
 
 
・朝倉南団地の土地の一
部は、都市計画決定道路
の整備のため高知市から
売却依頼を受けており、
譲渡を行う。市道拡幅工
事により支障となる理工
学部附属高知地震観測所
の建物については、取り
壊すこととなるが、別敷
地に機能を移すため、本
学の業務運営上支障が無
い。 
・当該船舶は共に建造
から 27年が経過してお
り老朽化が著しく、実
習や調査航海等で十分
な対応ができない状態
にあることから譲渡す
ることとしたため。 

73 九州大学 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供す
る計画 
○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供す
る計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 

①箱崎地区の土地の一部（福岡県福岡市
東区箱崎六丁目4098番1）、 
②文科系学部の土地（福岡県福岡市東区
箱崎六丁目4098番12ほか）、 
③理学部の土地の一部（福岡県福岡市東
区箱崎六丁目4098番1ほか）、 
面積 ①～③合計 92,486.96㎡を譲渡
する。 
④旧工学部の土地（福岡県福岡市東区箱
崎六丁目3330番14ほか）、 
⑤農学部の土地（福岡県福岡市東区箱崎
六丁目3330番3ほか）、 
⑥研究所の土地（福岡県福岡市東区箱崎
六丁目3330番17ほか）、 
⑦本部の土地（福岡県福岡市東区箱崎三
丁目4065番12ほか）、 
⑧女子学生寄宿舎の土地（福岡県福岡市
東区箱崎七丁目3544番4）、 
面積 ④～⑧合計 313,268.43㎡を譲渡
する。 
⑨男子学生寄宿舎の土地（福岡県福岡市
東区筥松四丁目3575番20 面積6,754.30
㎡）を譲渡する。 
⑩宿舎（二）の土地（福岡県福岡市東区
箱崎七丁目3553番37ほか 面積60.85㎡
）を譲渡する。 
⑪福岡演習林苗圃地（一）の土地（福岡
県糟屋郡篠栗町大字高田字下屋敷447番1 
面積4,356.09㎡）を譲渡する。 
⑫福岡演習林苗圃地（二）の土地（福岡
県糟屋郡篠栗町大字高田字下屋敷447番3 
面積1,751.11㎡）を譲渡する。 
⑬農場の土地（福岡県糟屋郡粕屋町大字
阿恵字花折42番ほか 面積204,933.68㎡
）を譲渡する。 
 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画 
○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 

①箱崎地区の土地の一部（福岡県福岡市
東区箱崎六丁目4098番1）、 
②文科系学部の土地（福岡県福岡市東区
箱崎六丁目4098番12ほか）、 
③理学部の土地の一部（福岡県福岡市東
区箱崎六丁目4098番1ほか）、 
面積 ①～③合計 92,486.96㎡を譲渡す
る 
④旧工学部の土地（福岡県福岡市東区箱
崎六丁目3330番14ほか）、 
⑤農学部の土地（福岡県福岡市東区箱崎
六丁目3330番3ほか）、 
⑥研究所の土地（福岡県福岡市東区箱崎
六丁目3330番17ほか）、 
⑦本部の土地（福岡県福岡市東区箱崎三
丁目4065番12ほか）、 
⑧女子学生寄宿舎の土地（福岡県福岡市
東区箱崎七丁目3544番4）、 
面積 ④～⑧合計 313,268.43㎡を譲渡
する。 
⑨男子学生寄宿舎の土地（福岡県福岡市
東区筥松四丁目3575番20 面積6,754.30
㎡）を譲渡する。 
⑩宿舎（二）の土地（福岡県福岡市東区
箱崎七丁目3553番37ほか 面積60.85㎡）
を譲渡する。 
⑪福岡演習林苗圃地（一）の土地（福岡
県糟屋郡篠栗町大字高田字下屋敷447番1 
面積4,356.09㎡）を譲渡する。 
⑫福岡演習林苗圃地（二）の土地（福岡
県糟屋郡篠栗町大字高田字下屋敷447番3 
面積1,751.11㎡）を譲渡する。 
⑬農場の土地（福岡県糟屋郡粕屋町大字
阿恵字花折42番ほか 面積204,933.68㎡）
を譲渡する。  
⑭伊都の土地の一部（福岡県福岡市西区
大字元岡字舟引285-1の一部ほか 面積
1,269.62㎡）を譲渡する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・「急傾斜地崩壊防止施
設」の用に供する土地と
して福岡県へ譲渡するた
め。譲渡予定部分は、急
傾斜地崩壊危険区域に指
定されており、教育研究
にて利用の予定がないた
め、業務運営上支障がな
い。 



〇 中期目標期間を超える債務負担に関する変更 ２法人 

番
号 

法人名 
変更内容 

変更理由 
変更前 変更案 

10 東北大学 

5．中期目標期間を超える債務負担 
中期目標期間を超える債務負担につい

ては、当該債務負担行為の必要性及び資金
計画への影響を勘案し、合理的と判断され
るものについて行う。 
 
PFI事業として、下記を実施する。 
＜東北大学（片平）情報通信国際共同研究

拠点施設整備等事業＞ 
・事業総額：4,595百万円 
・事業期間：令和４～21年度（18年間） 

 

    年度 

財源 
R4 R5 R6 R7 R8 R9 

施設整備費
補助金 

0 0 0 121 243 243 

運営交付金 0 0 0 69 85 83 

 
 

（単位：百万円） 

    年度 

財源 

中期目
標期間

小計 

次期以降 
事業費 

総事業費 

施設整備費
補助金 

607 2,912 3,519 

運営交付金 237 839 1,076 

 
 
 
（注）金額はPFI事業契約に基づき計算された

ものであるが、PFI事業の進展実施状況及
び経済情勢・経済環境の変化等による所
要額の変更も想定されるため、具体的な
額については、各事業年度の予算編成過
程において決定される。 

 

5．中期目標期間を超える債務負担 
中期目標期間を超える債務負担につい

ては、当該債務負担行為の必要性及び資金
計画への影響を勘案し、合理的と判断され
るものについて行う。 
 
PFI事業として、下記を実施する。 
＜東北大学（片平）情報通信国際共同研究

拠点施設整備等事業＞ 
・事業総額：5,037百万円 
・事業期間：令和４～21年度（18年間） 

 

    年度 

財源 
R4 R5 R6 R7 R8 R9 

施設整備費
補助金 

0 0 0 447 234 234 

運営交付金 0 0 0 52 68 65 

自己資金 0 0 0 35 35 35 

（単位：百万円） 

    年度 

財源 

中期目
標期間

小計 

次期以降 
事業費 

総事業費 

施設整備費

補助金 
915 2,811 3,726 

運営交付金 185 600 785 

自己資金 105 421 526 

 
（注）金額はPFI事業契約に基づき計算された

ものであるが、PFI事業の進展実施状況及
び経済情勢・経済環境の変化等による所
要額の変更も想定されるため、具体的な
額については、各事業年度の予算編成過
程において決定される。 

 

・事業費に大幅な変更
があったため 

14 福島大学 

Ⅹ その他 
５．中期目標期間を超える債務負担 

該当なし 
 

Ⅹ その他 
５．中期目標期間を超える債務負担 

中期目標期間を超える債務負担につい
ては、当該債務負担行為の必要性及び資
金計画への影響を勘案し、合理的と判断
されるものについて行う。 

 

・中期目標期間を超え
る債務負担（リース契
約）を行う予定となっ
たことに伴う変更（財
務会計システム、人事
統合システム、学術情
報システム） 

 

  



〇 その他の変更 

・学内組織・制度等の名称決定等に伴う変更 ７法人 

番
号 

法人名 
変更内容 

変更前 変更案 

08 弘前大学 

【02】複雑化する地域課題の解決やイノベーション創出を
大学・自治体・産業界が一体となって実現していくた
め、地域連携プラットフォームなどの新たな枠組みの
構築も視野に入れ、地域連携体制の一層の拡大・充実
を図る。また、青森県内市町村との包括連携協定数の
更なる拡充を図るとともに、新商品等の開発やブラン
ド化に向けて自治体や企業等との共同研究等を推進
し、産業の振興や活性化に貢献する。 

 

評価指標 ①地域の企業等における新商品等の開発や
ブランド化の促進につながるような仕組
みを構築する。 
・青森サテライトを令和５年度までに
開設する。 

・研究支援業務を組織的に行う｢学術研
究支援室（仮称）」を設置 し、令和
７年度までに学術研究支援の仕組み
を構築する。 

 ・県内自治体との包括連携協定数を令和
３年度末時点から1.5倍以上にする。（
第４期中期目標期間最終年度） 

・「弘前大学共同研究トライアルファンド
」の採択件数を年平均５件以上とする。
（第４期中期目標期間最終年度） 

 
【17】イノベーションの創出を促進するため、産学官連携

を強化するとともに、リサーチ・アドミニストレータ
ー機能の充実、研究の見える化の徹底により戦略的に
知的財産の権利化･技術移転を進め、研究成果の高付
加価値化に取り組む。 

 

評価指標 ①共同研究・受託研究の受入件数を第３期
中期目標期間より５％以上増加させる。 

 
②特許実施料等収入の受入額を第３期中期
目標期間より15％以上増加させる。 

 
③研究分析ツールの活用に加えて、URA及び
事務担当者による研究支援業務を組織的
に行う｢学術研究支援室（仮称）」を設置
し、令和７年度までに学術研究支援の仕
組みを構築する。 

 
【21】岩木健康増進プロジェクト健診で蓄積した超多項目

ビッグデータ(＊)をコアに、複数の大学や地方自治体と
連携し、医療・福祉・介護に関するデータを突合可能
なデータ群として増強し、これらの利活用が可能な健
康・医療データサイエンスに係る体制を構築する。 

＊超多項目ビッグデータ：平成17年から弘前市岩木地区
の住民を対象に実施している岩木健康増進プロジェ
クト健診（大規模住民健診） で、健常者から得られ
る全身の健康状態から生活習慣・社会環境まで分野
の垣根を越えた多因子的解析を可能にする2,000～
3,000項目に及ぶ網羅的データ（小中学生含め延べ２
万人分）のこと 

 

評価指標 ①「健康・医療データサイエンスセンター
（仮称）」を令和６年度までに設置し、
医療・福祉・介護に関するデータ群の利
活用をする。 

 
【22】学部長のリーダーシップのもと、学部・教職大学院

と連携し、青森県の課題であるミドルリーダー育成を
念頭においた研修・研究体制を整備し、地域の教員に
、より実践的な研修の場を提供する。 

 

評価指標 ①附属学校園全体の教育実践に関する研
究を推進するため、「研究推進部（仮称
）」を創設し、その主導のもとに実施し
た研究を第４期中期目標期間中に20件
以上実施する。 

【02】複雑化する地域課題の解決やイノベーション創出を
大学・自治体・産業界が一体となって実現していくた
め、地域連携プラットフォームなどの新たな枠組みの
構築も視野に入れ、地域連携体制の一層の拡大・充実
を図る。また、青森県内市町村との包括連携協定数の
更なる拡充を図るとともに、新商品等の開発やブラン
ド化に向けて自治体や企業等との共同研究等を推進
し、産業の振興や活性化に貢献する。 

 

評価指標 ①地域の企業等における新商品等の開発や
ブランド化の促進につながるような仕組
みを構築する。 
・青森サテライトを令和５年度までに
開設する。 

・研究支援業務を組織的に行う｢学術研
究支援室」を設置し、令和７年度まで
に学術研究支援の仕組みを構築する。 

 ・県内自治体との包括連携協定数を令和
３年度末時点から1.5倍以上にする。（
第４期中期目標期間最終年度） 

・「弘前大学共同研究トライアルファンド
」の採択件数を年平均５件以上とする。
（第４期中期目標期間最終年度） 

 

 
【17】イノベーションの創出を促進するため、産学官連携

を強化するとともに、リサーチ・アドミニストレータ
ー機能の充実、研究の見える化の徹底により戦略的に
知的財産の権利化･技術移転を進め、研究成果の高付
加価値化に取り組む。 

 

評価指標 ①共同研究・受託研究の受入件数を第３期
中期目標期間より５％以上増加させる。 

 
②特許実施料等収入の受入額を第３期中期
目標期間より15％以上増加させる。 

 
③研究分析ツールの活用に加えて、URA及び
事務担当者による研究支援業務を組織的
に行う｢学術研究支援室」を設置し、令和
７年度までに学術研究支援の仕組みを構
築する。 

 
【21】岩木健康増進プロジェクト健診で蓄積した超多項目

ビッグデータ(＊)をコアに、複数の大学や地方自治体
と連携し、医療・福祉・介護に関するデータを突合可
能なデータ群として増強し、これらの利活用が可能な
健康・医療データサイエンスに係る体制を構築する。 

＊超多項目ビッグデータ：平成17年から弘前市岩木地区
の住民を対象に実施している岩木健康増進プロジェ
クト健診（大規模住民健診） で、健常者から得ら
れる全身の健康状態から生活習慣・社会環境まで分
野の垣根を越えた多因子的解析を可能にする2,000
～3,000項目に及ぶ網羅的データ（小中学生含め延べ
２万人分）のこと 

 

評価指標 ①「健康・医療データサイエンス研究センタ
ー」を令和６年度までに設置し、医療・福
祉・介護に関するデータ群の利活用をす
る。 

 
【22】学部長のリーダーシップのもと、学部・教職大学院

と連携し、青森県の課題であるミドルリーダー育成を
念頭においた研修・研究体制を整備し、地域の教員に
、より実践的な研修の場を提供する。 

 

評価指標 ①附属学校園全体の教育実践に関する研
究を推進するため、「研究推進部」を創
設し、その主導のもとに実施した研究を
第４期中期目標期間中に20件以上実施
する。 



番
号 

法人名 
変更内容 

変更前 変更案 

②附属学校教員(＊)の教職大学院への派遣
制度を令和５年度までに創設し、教育実
践に関する研究を主導する教員を育成
する。 

③附属学校教員を対象とした中堅教諭等
資質向上研修（前期・後期）を開発・実
施し、第４期中期目標期間中の受講生の
満足度を平均80％以上とする。 

④地域の教員に対する研修を第４期中期
目標期間中に10件以上提供する。 

＊附属学校教員：青森県教育委員会との交
流人事であり、附属学校に一定期間勤務
の後、地域の学校に戻る。 

 
【36】教育研究の質の向上及び組織の活性化を図るため、

教員業績評価及び組織評価を実施するとともに、自己
点検・評価の実施及び第三者評価の受審を定期的に行
い、それらの結果を公表する。また、学長の意思決定
を支える｢大学運営IR体制｣を構築し、評価結果や学内
外のデータを基にエビデンスベースの大学運営を進
める。 

 

評価指標 ①教員業績評価及び組織評価を実施し、そ
れぞれ、教員の処遇及び教育研究組織へ
の予算配分に反映させる。 

②自己点検・評価の実施及び第三者評価の
受審を行い、評価結果及び評価結果に基
づく改善点を公表する。 

③学長及び全理事等を構成員とする｢学長
戦略会議（仮称）」を設置し、法人運営上
の諸課題についてデータに基づき提案す
る。 

 
【38】効率的・効果的な業務運営に向けたデジタル化を推

進するため、全学的な業務運営体制を強化し、実施計
画を策定の上、生産性の高いオンライン業務環境を構
築・拡大する。また、全学的にセキュリティ対策を強
化した高機能な情報システムを導入し、安全・安心な
情報環境を整備する。 

 

評価指標 ①令和４年度に「デジタル化推進実施計画（
仮称）」を策定し、ペーパーレス化に向け
て、令和６年度までに電子決裁システム
を全学導入するとともに、情報セキュリ
ティを確保したテレワーク環境を整備す
る。令和７年度以降、オンライン業務環境
の評価・改善を行う。 

 

②附属学校教員(＊)の教職大学院への派遣
制度を令和５年度までに創設し、教育実
践に関する研究を主導する教員を育成
する。 

③附属学校教員を対象とした中堅教諭等
資質向上研修（前期・後期）を開発・実
施し、第４期中期目標期間中の受講生の
満足度を平均80％以上とする。 

④地域の教員に対する研修を第４期中期
目標期間中に10件以上提供する。 

＊附属学校教員：青森県教育委員会との交
流人事であり、附属学校に一定期間勤務
の後、地域の学校に戻る。 

 
【36】教育研究の質の向上及び組織の活性化を図るため、

教員業績評価及び組織評価を実施するとともに、自己
点検・評価の実施及び第三者評価の受審を定期的に行
い、それらの結果を公表する。また、学長の意思決定
を支える｢大学運営IR体制｣を構築し、評価結果や学内
外のデータを基にエビデンスベースの大学運営を進
める。 

 

評価指標 ①教員業績評価及び組織評価を実施し、そ
れぞれ、教員の処遇及び教育研究組織へ
の予算配分に反映させる。 

②自己点検・評価の実施及び第三者評価の
受審を行い、評価結果及び評価結果に基
づく改善点を公表する。 

③学長及び全理事等を構成員とする｢学長
戦略会議」を設置し、法人運営上の諸課題
についてデータに基づき提案する。 

 

 
【38】効率的・効果的な業務運営に向けたデジタル化を推

進するため、全学的な業務運営体制を強化し、実施計
画を策定の上、生産性の高いオンライン業務環境を構
築・拡大する。また、全学的にセキュリティ対策を強
化した高機能な情報システムを導入し、安全・安心な
情報環境を整備する。 

 

評価指標 ①令和４年度に「弘前大学デジタル化推進実
施計画」を策定し、ペーパーレス化に向け
て、令和６年度までに電子決裁システムを
全学導入するとともに、情報セキュリティ
を確保したテレワーク環境を整備する。令
和７年度以降、オンライン業務環境の評価
・改善を行う。 

 

13 山形大学 

４ 積立金の使途 
○ 前中期目標期間繰越積立金については、次の事業の
財源に充てる。 

① 附属病院の機能強化に係る長期整備計画に基づく医
療機器整備の一部 

② 小白川キャンパス地域連携拠点整備事業にかかる設
備整備の一部 

③ 各キャンパスにおける学生支援施設の整備費の一部 
④ YU-MAI センター（仮称）改修に伴う移転及び整備事
業の一部 

⑤ 有機エレクトロニクスイノベーションセンターの機
能強化にかかる施設設備整備費の一部 

⑥ カーボンニュートラルを推進するための施設設備整
備費の一部 

⑦ 長期修繕計画に基づく施設の長寿命化のための整備
費の一部 

⑧ 事務システムの更新にかかる費用の一部 
⑨ その他教育、研究、診療に係る業務及びその附帯業
務 

４ 積立金の使途 
○ 前中期目標期間繰越積立金については、次の事業の
財源に充てる。 

① 附属病院の機能強化に係る長期整備計画に基づく医
療機器整備の一部 

② 小白川キャンパス地域連携拠点整備事業にかかる設
備整備の一部 

③ 各キャンパスにおける学生支援施設の整備費の一部 
④ YU-MAI センター改修に伴う移転及び整備事業の一 
部 

⑤ 有機エレクトロニクスイノベーションセンターの機
能強化にかかる施設設備整備費の一部 

⑥ カーボンニュートラルを推進するための施設設備整
備費の一部 

⑦ 長期修繕計画に基づく施設の長寿命化のための整備
費の一部 

⑧ 事務システムの更新にかかる費用の一部 
⑨ その他教育、研究、診療に係る業務及びその附帯業 
務 



番
号 

法人名 
変更内容 

変更前 変更案 

14 福島大学 

 
３ 研究に関する目標を達成するための措置 
７－１ 福島イノベーション・コースト構想による「大学
等の「復興知」を活用した人材育成基盤構築事業」に全
学として参画し、上記事業における復興支援研究成果の
社会横断的総合化や社会実装化、多様な人材育成事業を
展開する。また、復興庁により設置が検討されている「国
際教育研究拠点」に参画し、第一次産業の活性化と社会
基盤の整備を軸とした多分野にわたる研究を展開する
とともに、広域的に地域再生や社会変革につながるイノ
ベーションを推進する。 
※福島イノベーション・コースト構想：2011年に発生し
た東日本大震災及び原子力災害によって失われた浜通
り地域等の産業を回復するために、新たな産業基盤の
構築を目指す国家プロジェクト 
 
評価指標 7-1-1_第４期中期目標期間の初年度と最

終年度を比較して、「大学等の「復興知」
を活用した人材育成基盤構築事業」を含
め、研究成果の事業化と社会実装の合計
件数が10％増加 
7-1-2_「大学等の「復興知」を活用した人
材育成基盤構築事業」において、模擬授
業・公開講座等を第４期中期目標期間に
100件程度開講 
7-1-3_第４期中期目標期間の初年度から
最終年度までの間に「国際教育研究拠点」
に関連する研究課題に２件以上取り組
み、本学が「国際教育研究拠点」への参画
構想で示した、福島を研究フィールドと
する地域創造研究を推進 

 

 
３ 研究に関する目標を達成するための措置 
７－１ 福島イノベーション・コースト構想による「大学
等の「復興知」を活用した人材育成基盤構築事業」に全
学として参画し、上記事業における復興支援研究成果の
社会横断的総合化や社会実装化、多様な人材育成事業を
展開する。また、福島国際研究教育機構の事業に参画し、
第一次産業の活性化と社会基盤の整備を軸とした多分
野にわたる研究を展開するとともに、広域的に地域再生
や社会変革につながるイノベーションを推進する。 
※福島イノベーション・コースト構想：2011年に発生
した東日本大震災及び原子力災害によって失われた浜
通り地域等の産業を回復するために、新たな産業基盤
の構築を目指す国家プロジェクト 
 
 
評価指標 7-1-1_第４期中期目標期間の初年度と最

終年度を比較して、「大学等の「復興知」
を活用した人材育成基盤構築事業」を含
め、研究成果の事業化と社会実装の合計
件数が10％増加 
7-1-2_「大学等の「復興知」を活用した人
材育成基盤構築事業」において、模擬授
業・公開講座等を第４期中期目標期間に
100件程度開講 
7-1-3_第４期中期目標期間の初年度から
最終年度までの間に福島国際研究教育機
構に関連する研究課題に２件以上取り組
み、本学が福島国際研究教育機構の事業
への参画構想で示した、福島を研究フィ
ールドとする地域創造研究を推進 
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16 筑波大学 

 
９ 魅力ある研究を推進しつつ、学位プログラムの見
直し等により大学院博士後期課程における教育を充
実し、博士後期課程への進学に繋げるとともに、
「ヒューマン・エンパワーメントセンター（仮
称）」を活用することで、全ての博士課程学生のキ
ャリア形成支援を強化する。【指定国構想】 

 
評価指標 （略） 

17 ダイバーシティ・マネジ
メントを踏まえたキャリア形
成支援環境を構築するため、
ヒューマン・エンパワーメン
トセンター（仮称）を令和４
年度（2022年度）中に設置す
る。 

 
（略） 

 
21 「ヒューマン・エンパワーメントセンター（仮
称）」を全学的な連携のもとに設置し、プレFD、企
業とのマッチング、アントレプレナーシップ教育、
起業支援などを通じて、全ての博士課程学生やポス
トドクターを含めた若手研究者のキャリア形成支援
を強化する。 

 
評価指標 17 ダイバーシティ・マネジ

メントを踏まえたキャリア形
成支援環境を構築するため、
ヒューマン・エンパワーメン
トセンター（仮称）を令和４
年度（2022年度）中に設置す
る。（再掲） 

 
（略） 

 
30 全ての学生・研究者・職員が個々の能力を最大化
し価値創造していく仕組み作りを行うために、「ヒ
ューマン・エンパワーメントセンター（仮称）」を
全学的な連携のもとに設置し、多様な学生・研究
者・職員を包摂できる学習・研究・就業環境を構築
するとともに、キャリア形成支援を強化する。 

 
評価指標 17 ダイバーシティ・マネジ

メントを踏まえたキャリア形
成支援環境を構築するため、
ヒューマン・エンパワーメン
トセンター（仮称）を令和４
年度（2022年度）中に設置す
る。（再掲） 
（略） 

 

 
９ 魅力ある研究を推進しつつ、学位プログラムの見
直し等により大学院博士後期課程における教育を充
実し、博士後期課程への進学に繋げるとともに、
「ヒューマンエンパワーメント推進局」を活用する
ことで、全ての博士課程学生のキャリア形成支援を
強化する。【指定国構想】 

 
評価指標 （略） 

17 ダイバーシティ・マネジ
メントを踏まえたキャリア形
成支援環境を構築するため、
ヒューマンエンパワーメント
推進局を令和４年度（2022年
度）中に設置する。 
 

 
（略） 

 
21 「ヒューマンエンパワーメント推進局」を全学的
な連携のもとに設置し、プレFD、企業とのマッチン
グ、アントレプレナーシップ教育、起業支援などを
通じて、全ての博士課程学生やポストドクターを含
めた若手研究者のキャリア形成支援を強化する。 

 
 

評価指標 17 ダイバーシティ・マネジ
メントを踏まえたキャリア形
成支援環境を構築するため、
ヒューマンエンパワーメント
推進局を令和４年度（2022年
度）中に設置する。（再掲） 
 

 
（略） 

 
30 全ての学生・研究者・職員が個々の能力を最大化
し価値創造していく仕組み作りを行うために、「ヒ
ューマンエンパワーメント推進局」を全学的な連携
のもとに設置し、多様な学生・研究者・職員を包摂
できる学習・研究・就業環境を構築するとともに、
キャリア形成支援を強化する。 

 
評価指標 17 ダイバーシティ・マネジ

メントを踏まえたキャリア形
成支援環境を構築するため、
ヒューマンエンパワーメント
推進局を令和４年度（2022年
度）中に設置する。（再掲） 
（略） 
 

 

33 
横浜国立大
学 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する目標を達成するために
とるべき措置  

 
１ 社会との共創に関する目標を達成するための措置   
(2)-1 本学では、多様な研究シーズの連携・融合によ
って分野横断型研究グループ（YNU研究拠点）を形
成し、優れた研究拠点を重点支援すると同時に、戦
略的強化分野を先端科学高等研究院に集約し、研究
支援体制の強化を行っている。これらの研究強化ス
キームを発展させて、世界水準の科学研究を推進す
る先端科学高等研究院に加えて、本学の特徴である
分野横断型の学際的分野における世界水準の総合学
術研究を推進する「総合学術高等研究院（仮称）」
を設置する。その上で、分野横断型や若手教員中心
の研究拠点を重点支援し、世界水準の科学研究と総
合学術研究に関する新たな研究ユニット等を設置し
て、社会的インパクトの高い研究成果を世界に発信
する。さらに、卓越した研究実績に基づき、国際的
なネットワーク・ハブ機能を有する研究グループを
強化することで、世界水準の拠点を形成する。 

 
評価指標 (2)-1-2 国際共著論文の発表状況

や海外研究者の招聘、国際的な

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する目標を達成するために
とるべき措置  

 
１ 社会との共創に関する目標を達成するための措置   
(2)-1 本学では、多様な研究シーズの連携・融合によ
って分野横断型研究グループ（YNU研究拠点）を形
成し、優れた研究拠点を重点支援すると同時に、戦
略的強化分野を先端科学高等研究院に集約し、研究
支援体制の強化を行っている。これらの研究強化ス
キームを発展させて、世界水準の科学研究を推進す
る先端科学高等研究院に加えて、本学の特徴である
分野横断型の学際的分野における世界水準の総合学
術研究を推進する「総合学術高等研究院」を設置す
る。その上で、分野横断型や若手教員中心の研究拠
点を重点支援し、世界水準の科学研究と総合学術研
究に関する新たな研究ユニット等を設置して、社会
的インパクトの高い研究成果を世界に発信する。さ
らに、卓越した研究実績に基づき、国際的なネット
ワーク・ハブ機能を有する研究グループを強化する
ことで、世界水準の拠点を形成する。 

 
評価指標 (2)-1-2 国際共著論文の発表状況

や海外研究者の招聘、国際的な
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会合の実施状況など複合的な観
点から研究グループが国際的ネ
ットワーク・ハブ機能を保持し
ていることを認定する制度を確
立し、国際的ネットワーク・ハ
ブ機能の強化を支援すること
で、その要件を満たすYNU研究
拠点（先端科学高等研究院、総
合学術高等研究院（仮称）のユ
ニットを含む）等を育成する。 

 
(2)-2 学際的分野の研究力を強化するために、新たに
設置する総合学術高等研究院（仮称）を核に国内外
の優秀な教員や学生を獲得できる教育研究環境を整
備する。業績の優れた教員には、Distinguished YNU 
Professorの称号付与、特別な給与体系の適用又は外
部資金獲得に応じた研究費配分等を行う。また、総
合学術高等研究院（仮称）所属教員への研究スペー
ス等の支援による研究環境の整備を行う。 

 
 

評価指標 (2)-2-1 総合学術高等研究院（仮
称）所属教員による学際的な研
究に関して、運営諮問会議か
ら、支援体制の整備や社会的影
響度の高い成果の創出について
評価を得る。 

 
 

３ 研究に関する目標を達成するための措置 
(8)-2 独自の発想に基づいて形成される教員グループ
を大学が認定するYNU研究拠点制度を通じて、多様な
グループの活動を可視化し、支援を行う。特に成果
が優れるグループについては、先端科学高等研究院
における研究ユニットとして重点支援し、卓越性の
強化を図る。一方、分野横断や学際領域の研究を行
うグループについては、新たに総合学術高等研究院
（仮称）に集約して重点支援し、多様性の強化を図
る。 

 
評価指標 (8)-2-2 総合学術高等研究院（仮

称）所属教員による学際的な研
究に関して、運営諮問会議か
ら、支援体制の整備や社会的影
響度の高い成果の創出について
評価を得る。（再掲：(2)-2-
1） 

 
(9)-1 地域と連携する中核拠点である地域連携推進機
構において、本学の有する多様な学術知・実践知を
駆使して、分野連携によって多角的に社会・地域課
題の解決に取り組む体制として、「社会・地域課題
発見・解決プラットフォーム（仮称）」を構築す
る。このプラットフォームでは、多様なステークホ
ルダー（自治体、産業界、学校、市民等）と連携し
て、様々な社会・地域課題を発見し、本学の教員に
よる分野横断型チームが中心となり、多角的に課題
解決策を検討する。その上で、Next Urban Lab※を
発展させることで、より適切な研究者集団による
「ネクストコラボレーション拠点（仮称）」を形成
し、具体的に社会・地域課題の解決に取り組む。こ
うした活動を展開するために、サテライトキャンパ
スなどを設置し、活動を活発化する。 
（※Next Urban Labは、2017年度から始動した、ヨ
コハマ・かながわ地域を中心に実践的な教育・研究
活動と成果発信を行う仕組み。複数の学内教員と行
政・企業などが連携するユニットごとに、多様な課
題解決に取り組んでいる。） 
 

評価指標 (9)-1-2 社会・地域課題発見・解
決プラットフォーム（仮称）を
通じた、ネクストコラボレーシ
ョン拠点（仮称）制度を確立さ
せ、第3期中期目標期間に構築
した評価指標である、地元自治
体等への提言や地域への研究成
果の情報発信など、地域貢献の

会合の実施状況など複合的な観
点から研究グループが国際的ネ
ットワーク・ハブ機能を保持し
ていることを認定する制度を確
立し、国際的ネットワーク・ハ
ブ機能の強化を支援すること
で、その要件を満たすYNU研究拠
点（先端科学高等研究院、総合
学術高等研究院のユニットを含
む）等を育成する。 

 
 

(2)-2 学際的分野の研究力を強化するために、新たに
設置する総合学術高等研究院を核に国内外の優秀な
教員や学生を獲得できる教育研究環境を整備する。
業績の優れた教員には、Distinguished YNU 
Professorの称号付与、特別な給与体系の適用又は
外部資金獲得に応じた研究費配分等を行う。また、
総合学術高等研究院所属教員への研究スペース等の
支援による研究環境の整備を行う。 

 
評価指標 (2)-2-1 総合学術高等研究院所属

教員による学際的な研究に関し
て、運営諮問会議から、支援体
制の整備や社会的影響度の高い
成果の創出について評価を得
る。 

 
 

３ 研究に関する目標を達成するための措置 
(8)-2 独自の発想に基づいて形成される教員グループ
を大学が認定するYNU研究拠点制度を通じて、多様
なグループの活動を可視化し、支援を行う。特に成
果が優れるグループについては、先端科学高等研究
院における研究ユニットとして重点支援し、卓越性
の強化を図る。一方、分野横断や学際領域の研究を
行うグループについては、新たに総合学術高等研究
院に集約して重点支援し、多様性の強化を図る。 

 
 

評価指標 (8)-2-2 総合学術高等研究院所属
教員による学際的な研究に関し
て、運営諮問会議から、支援体
制の整備や社会的影響度の高い
成果の創出について評価を得
る。（再掲：(2)-2-1） 

 
 

(9)-1 地域と連携する中核拠点である地域連携推進機
構において、本学の有する多様な学術知・実践知を
駆使して、分野連携によって多角的に社会・地域課
題の解決に取り組む体制として、「社会・地域の課
題を発見・解決するプラットフォーム」を構築す
る。このプラットフォームでは、多様なステークホ
ルダー（自治体、産業界、学校、市民等）と連携し
て、様々な社会・地域課題を発見し、本学の教員に
よる分野横断型チームが中心となり、多角的に課題
解決策を検討する。その上で、Next Urban Lab※を
発展させることで、より適切な研究者集団による
「ネクストコラボレーション拠点」を形成し、具体
的に社会・地域課題の解決に取り組む。こうした活
動を展開するために、サテライトキャンパスなどを
設置し、活動を活発化する。 
（※Next Urban Labは、2017年度から始動した、ヨ
コハマ・かながわ地域を中心に実践的な教育・研究
活動と成果発信を行う仕組み。複数の学内教員と行
政・企業などが連携するユニットごとに、多様な課
題解決に取り組んでいる。） 
 

評価指標 (9)-1-2 社会・地域の課題を発
見・解決するプラットフォーム
を通じた、ネクストコラボレー
ション拠点制度を確立させ、第3
期中期目標期間に構築した評価
指標である、地元自治体等への
提言や地域への研究成果の情報
発信など、地域貢献の件数等を



番
号 

法人名 
変更内容 

変更前 変更案 

件数等を総合して算定する「成
果ポイント数」について、第4
期中期目標期間の平均値が、第
3期中期目標期間の平均値を上
回る。 

 
(9)-1-3 湘南エリア（「YNU産学
公湘南共創キャンパス（仮
称）」）や羽沢横浜国大駅近
傍、横浜都心部にサテライトキ
ャンパスを設置し、地域の多様
なステークホルダー等から、活
動の適切性に関しての評価を得
る。 

 
(9)-2 本学の個々の教員の研究成果や分野連携・融合
による学際的な研究成果の社会実装を加速するため
に、研究推進機構が中心となり「研究シーズ育成プラッ
トフォーム（仮称）」を構築する。本プラットフォーム
では、本学の教員、産学官連携コーディネーターに加え
て、多様なステークホルダー（自治体、産業界、市民等）
と連携して、幅広い視点から研究シーズの展開を探索
し、社会実装に最短経路で導き、アウトカムを最大化さ
せるスキームを検討する。その上で、YNU研究拠点など
の特徴ある研究シーズをさらに発展させて、大型研究
プロジェクトへの申請や産学官連携を推進する。 

 
Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとる
べき措置 

 
(13)-1 社会・地域課題発見・解決プラットフォーム
（仮称）や研究シーズ育成プラットフォーム（仮
称）を通じた社会との共創により、共同研究などの
受入を増加させる。また、同窓会や校友会と密接に
連携して、卒業生や企業等のステークホルダーを意
識した情報の提供を強化するとともに、ファンドレ
イザーによる渉外活動を積極的に展開し、横浜国立
大学基金への受入額を増加させる。 

 
(13)-2 各種競争的外部資金の獲得を促進するため、IR
機能を担う大学戦略情報分析室と研究推進機構等との
連携により、理工系のみならず、人文系、社会系との融
合分野についても積極的な支援を行う。また、それらを
有機的に連結させることにより、今後も資金獲得が期
待できる本学の強い分野を抽出し、申請数の増加によ
って資金獲得の増加を目指す。加えて、申請を資金獲得
に結び付けるため、先端科学高等研究院と設置予定の
総合学術高等研究院（仮称）の機能強化、産学連携業務
のURAとの連携により、外部資金獲得のための支援体制
を整備する。 

 
Ⅳ  教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自
ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供
に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 
(14)-1 多様なステークホルダーとのエンゲージメン
トを通じてステークホルダーのニーズを把握し、自
己点検・評価を毎年度実施することで、エビデンス
に基づく法人経営を行う。また、社会全体から理解
と信頼を確実に獲得するために、大学の経営方針、
教育研究活動や地域連携活動等、多様なステークホ
ルダーとの連携により創出された成果等を「YNUレポ
ート（仮称）」として積極的に情報発信する。 

 
 

評価指標 (14)-1-2 YNUレポート（仮称）と
して本学の様々な活動内容を社
会に発信し、ステークホルダー
とエビデンスに基づく対話を重
ねることで、本学への理解・支
持を高める。 

 
 
Ⅹ  その他 
２．人事に関する計画 

① 総合学術高等研究院（仮称）に所属し、業績の優
れた教員には、Distinguished YNU Professorの称

総合して算定する「成果ポイン
ト数」について、第4期中期目標
期間の平均値が、第3期中期目標
期間の平均値を上回る。 

 
 
(9)-1-3 湘南エリア（「YNU新湘南
共創キャンパス」）や羽沢横浜
国大駅近傍、横浜都心部にサテ
ライトキャンパスを設置し、地
域の多様なステークホルダー等
から、活動の適切性に関しての
評価を得る。 

 
 

(9)-2 本学の個々の教員の研究成果や分野連携・融合
による学際的な研究成果の社会実装を加速するため
に、研究推進機構が中心となり「価値共創研究プラッ
トフォーム」を構築する。本プラットフォームでは、
本学の教員、産学官連携コーディネーターに加えて、
多様なステークホルダー（自治体、産業界、市民等）
と連携して、幅広い視点から研究シーズの展開を探索
し、社会実装に最短経路で導き、アウトカムを最大化
させるスキームを検討する。その上で、YNU研究拠点な
どの特徴ある研究シーズをさらに発展させて、大型研
究プロジェクトへの申請や産学官連携を推進する。 

 
Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとる
べき措置 

 
(13)-1 社会・地域の課題を発見・解決するプラット
フォームや価値共創研究プラットフォームを通じた
社会との共創により、共同研究などの受入を増加さ
せる。また、同窓会や校友会と密接に連携して、卒
業生や企業等のステークホルダーを意識した情報の
提供を強化するとともに、ファンドレイザーによる
渉外活動を積極的に展開し、横浜国立大学基金への
受入額を増加させる。 

 
(13)-2 各種競争的外部資金の獲得を促進するため、IR
機能を担う大学戦略情報分析室と研究推進機構等との
連携により、理工系のみならず、人文系、社会系との
融合分野についても積極的な支援を行う。また、それ
らを有機的に連結させることにより、今後も資金獲得
が期待できる本学の強い分野を抽出し、申請数の増加
によって資金獲得の増加を目指す。加えて、申請を資
金獲得に結び付けるため、先端科学高等研究院と設置
予定の総合学術高等研究院の機能強化、産学連携業務
のURAとの連携により、外部資金獲得のための支援体制
を整備する。 

 
Ⅳ  教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自
ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供
に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 
(14)-1 多様なステークホルダーとのエンゲージメン
トを通じてステークホルダーのニーズを把握し、自
己点検・評価を毎年度実施することで、エビデンス
に基づく法人経営を行う。また、社会全体から理解
と信頼を確実に獲得するために、大学の経営方針、
教育研究活動や地域連携活動等、多様なステークホ
ルダーとの連携により創出された成果等を「YNU 
REPORT（横浜国立大学 統合報告書）」として積極
的に情報発信する。 

 
評価指標 (14)-1-2 YNU REPORT（横浜国立大

学 統合報告書）として本学の
様々な活動内容を社会に発信
し、ステークホルダーとエビデ
ンスに基づく対話を重ねること
で、本学への理解・支持を高め
る。 

 
Ⅹ  その他 
２．人事に関する計画 

① 総合学術高等研究院に所属し、業績の優れた教
員には、Distinguished YNU Professorの称号付



番
号 

法人名 
変更内容 

変更前 変更案 

号付与、特別な給与体系の適用を行う。 
② 多様な研究活動を評価する教員業績評価制度を常
に改善し、適切に処遇に反映させる。 

③ 各分野で主幹的研究者としての評価基準を設定
し、昇任や採用の目安とする。 

④ 出産、育児、介護をはじめとする様々なライフイ
ベントや障がいの有無にかかわらず多様な教員が教
育研究活動と生活を両立させ活躍できるよう支援体
制を充実し、個々のニーズに応じた細やかな支援を
行う。 

⑤ クロスアポイントメント制度を拡充し、女性教員
や若手教員の教育研究活動への参画を促進する。 

 
⑥ 有望な中堅・若手教員を積極的に学長補佐に登用
し、理事・副学長と学長補佐が一体となって業務に
当たる体制を強化することで、将来の大学経営の中
核を担う人材を計画的に育成する。 
⑦ 職員の能力向上や、事務の効率化・合理化に資す
るため、職員の意識改革・スキルアップ及び業務改
善等を目的とし、将来を見据えた研修等を計画的に
実施する。 

与、特別な給与体系の適用を行う。 
② 多様な研究活動を評価する教員業績評価制度を
常に改善し、適切に処遇に反映させる。 

③ 各分野で主幹的研究者としての評価基準を設定
し、昇任や採用の目安とする。 

④ 出産、育児、介護をはじめとする様々なライフ
イベントや障がいの有無にかかわらず多様な教員
が教育研究活動と生活を両立させ活躍できるよう
支援体制を充実し、個々のニーズに応じた細やか
な支援を行う。 

⑤ クロスアポイントメント制度を拡充し、女性教
員や若手教員の教育研究活動への参画を促進す
る。 

⑥ 有望な中堅・若手教員を積極的に学長補佐に登
用し、理事・副学長と学長補佐が一体となって業
務に当たる体制を強化することで、将来の大学経
営の中核を担う人材を計画的に育成する。 
⑦ 職員の能力向上や、事務の効率化・合理化に資
するため、職員の意識改革・スキルアップ及び業務
改善等を目的とし、将来を見据えた研修等を計画的
に実施する。 
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A-2-1. （略）  
評価指標（A-2-1-1）～（A-2-1-3）（略） 

評価指標 （A-2-1-4） 
令和４年度に「生命科学研究
部附属ワクチン開発研究セ
ンター（仮称）」を設置する。 

 
C-2-1. 新たな研究領域の開拓を実現できる意欲と能力

のある若手研究者が自立して研究できる環境の整
備を促進するため、新たに34歳以下を対象としたヤ
ング・テニュア・トラック制度（仮称）を令和４年
度に構築し、令和５年度から運用するとともに、国
際公募等により、40歳未満の若手教員数を増加させ
る。 

評価指標（C-2-1-1）～（C-2-1-2）（略） 
 
C-2-2. 女性教員の参画を促進するため、新たなウーマ

ン・テニュア・トラック制度（仮称）を令和４年
度に構築し、新規採用者に占める女性教員の割合
を増加させる。 
さらに、女性教員のライフイベント等に配慮した

研究環境を整備することで、多様な視点を取り入れ
た研究を促進し、新たに上位職（教授又は准教授）
へ配置する女性教員数を増加させる。 

 
評価指標（C-2-2-1）～（C-2-2-2）（略） 
 
D-1-2. 鹿児島大学との連携により設置したヒトレトロウ

イルス学共同研究センター並びに富山大学との連
携により設置した先進軽金属材料国際研究機構に
おける人材や研究資源の共有・融合と国際的研
究・教育を推進する。 
これらにより、ヒトレトロウイルス学共同研究セ

ンターにおいては、先端研究及び創薬研究に関わる
次世代研究者の育成やワクチン等の開発に向け新た
なシーズを創出する。 
また、先進軽金属材料国際研究機構においては、

軽金属モノづくり高度人材を育成するため、博士前
期・後期課程に「先進軽金属材料研究者共同養成コ
ース（仮称）」等を設置するとともに、共同利用・
共同研究拠点の強化を図るため「先進チタン国際研
究センター（仮称）」を設置する。 
 

評価指標（D-1-2-1）～（D-1-2-4）（略） 
 

評価指標 （D-1-2-5） 
［先進軽金属材料国際研究
機構］ 
富山大学との「先進軽金属材
料研究者共同養成コース（仮
称）」（副教育プログラム）
に所属した本学の大学院生
数／第４期中期目標期間の
最終年度までに博士前期・博
士後期課程合わせて年間７
名とする。 

A-2-1. （略）  
評価指標（A-2-1-1）～（A-2-1-3）（略） 

評価指標 （A-2-1-4） 
令和４年度に「生命科学研究
部附属ワクチン開発研究セ
ンター」を設置する。 

 
C-2-1. 新たな研究領域の開拓を実現できる意欲と能力

のある若手研究者が自立して研究できる環境の整
備を促進するため、新たに34歳以下を対象としたヤ
ング・テニュア・トラック制度を令和４年度に構築
し、令和５年度から運用するとともに、国際公募等
により、40歳未満の若手教員数を増加させる。 

 
評価指標（C-2-1-1）～（C-2-1-2）（略） 
 
C-2-2. 女性教員の参画を促進するため、新たなウーマ

ン・テニュア・トラック制度を令和４年度に構築
し、新規採用者に占める女性教員の割合を増加さ
せる。 
さらに、女性教員のライフイベント等に配慮し

た研究環境を整備することで、多様な視点を取り
入れた研究を促進し、新たに上位職（教授又は准
教授）へ配置する女性教員数を増加させる。 

 
評価指標（C-2-2-1）～（C-2-2-2）（略） 
 
D-1-2. 鹿児島大学との連携により設置したヒトレトロウ

イルス学共同研究センター並びに富山大学との連
携により設置した先進軽金属材料国際研究機構に
おける人材や研究資源の共有・融合と国際的研
究・教育を推進する。 
これらにより、ヒトレトロウイルス学共同研究

センターにおいては、先端研究及び創薬研究に関
わる次世代研究者の育成やワクチン等の開発に向
け新たなシーズを創出する。 
また、先進軽金属材料国際研究機構において

は、軽金属モノづくり高度人材を育成するため、
博士前期・後期課程に「先進軽金属材料研究者共
同養成コース」等を設置するとともに、共同利
用・共同研究拠点の強化を図るため「先進チタン
国際研究センター（仮称）」を設置する。 
  

評価指標（D-1-2-1）～（D-1-2-4）（略） 
 

評価指標 （D-1-2-5） 
［先進軽金属材料国際研究
機構］ 
富山大学との「先進軽金属材
料研究者共同養成コース」
（副教育プログラム）に所属
した本学の大学院生数／第
４期中期目標期間の最終年
度までに博士前期・博士後期
課程合わせて年間７名とす
る。 
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D-1-3. （略） 
 
評価指標（D-1-3-1）～（D-1-3-2）（略） 

 
評価指標 （D-1-3-3） 

令和４年度に「先端科学研究
部附属半導体研究教育セン
ター（仮称）」を設置する。 

 
E-1-2. （略） 
 

評価指標 （E-1-2-1） 
令和４年度に、監事と内部監
査事務担当者による定期的
な監査の情報共有・意見交換
を行う監査業務連絡会議（仮
称）を設置し、令和５年度以
降毎年度検証を行い、第４期
中期目標期間の最終年度に
運営形態を確定する。 

 

 
D-1-3. （略） 
 
評価指標（D-1-3-1）～（D-1-3-2）（略） 

 
評価指標 （D-1-3-3） 

令和４年度に「先端科学研究
部附属半導体研究教育セン
ター」を設置する。 

 
E-1-2. （略） 
 

評価指標 （E-1-2-1） 
令和４年度に、監事と内部監
査事務担当者による定期的
な監査の情報共有・意見交換
を行う監査業務連絡会議を
設置し、令和５年度以降毎年
度検証を行い、第４期中期目
標期間の最終年度に運営形
態を確定する。 

 

90 
情報・システ
ム研究機構 

G3－P11 
(1) 未発掘の研究課題への視野拡大を図るべく、戦略
的プログラム実施による新分野開拓に係る「飛躍的
発展研究（仮称）」の課題を第４期末までに累計20
件以上選定し実施する。（第３期実績見込み：16
件） 

 
(2) 他機関との連携による学際研究を伸長させるべ
く、戦略的プログラム実施による「異分野融合研究
（仮称）」の課題件数を第４期末までに前期比30％
増の10件以上とする。（第３期実績見込み：７件） 

 
 
 

(3) 「社会課題や地球規模課題の解決に向けた研究
（仮称）」を新たに戦略的プログラムに加え、毎年
度公募により課題を採用して第４期末までに累計40
件以上実施する。（第３期実績見込み：21件） 

 
 
G3－P11 

(4) 戦略的プログラムにおける異分野融合あるいは新
領域開拓に係る研究提案について、分野間の連環度
を定量的に評価できる多様性指標等を活用したIR分
析を新たに導入し、高度に融合的で学際的な優れた
研究課題を第４期末までに10件以上を選定する。 

 
 

G5-P20 
(1) 課金方式による受託型の研究支援制度を取り入れ
た研究支援事業拠点「フェノタイプ解析センター
（仮称）」を第４期前期（令和５年度）までに設置
し、新しいタイプの共同利用体制を構築する。 

 

G3-P11 
(1) 未発掘の研究課題への視野拡大を図るべく、「戦
略的研究プロジェクト」実施による「未来投資（新
分野・新領域開拓）」に係る研究課題を第４期末ま
でに累計20件以上選定し実施する。（第３期実績見
込み：16件） 

 
(2) 他機関との連携による学際研究を伸長させるべ
く、「戦略的研究プロジェクト」実施による「異分
野融合（複合分野・多機関との共同研究推進）」に
係わる研究課題を第４期末までに前期比30％増の10
件以上選定し実施する。（第３期実績見込み：７
件） 

 
(3) 「地球規模課題・社会課題（喫緊の課題への対
応）」に係わる研究カテゴリーを新たに「戦略的研
究プロジェクト」に加え、毎年度公募により研究課
題を採用して第４期末までに累計40件以上実施す
る。（第３期実績見込み：21件） 

 
G3－P11 
（4）戦略的研究プロジェクトにおける異分野融合ある

いは新領域開拓に係る研究提案について、分野間の
連環度を定量的に評価できる多様性指標等を活用し
たIR分析を新たに導入し、高度に融合的で学際的な
優れた研究課題を第４期末までに10件以上を選定す
る。 

 
G5-P20 

(1) 課金方式による受託型の研究支援制度を取り入れ
た研究支援事業拠点「フェノタイプ研究推進センタ
ー」を第４期前期（令和５年度）までに設置し、新
しいタイプの共同利用体制を構築する。 

 

 



・評価指標の基準値の確定等に伴う変更 ２法人 

番
号 

法人名 
変更内容 

変更前 変更案 

67 徳島大学 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する目標を達成するために
とるべき措置  
１ 社会との共創に関する目標を達成するための措置   
・【1-1】多様な学びの場の提供と、地域人材の育成 

県内の高等教育機関、地方公共団体及び経済団体の
16機関で組織する「とくしま産学官連携プラットフォ
ーム」とCOC+事業の継続実施及びCOC+R事業実施のた
め高等教育機関、地方公共団体、経済団体及び企業等
の52機関で組織する「コンソーシアムとくしま」等の
産学官連携組織における役割分担の明確化及び産業人
材育成のための体制整備により、地域ニーズの集積・
分析を踏まえたリカレント教育の充実・高度化及び産
業人材の育成に取り組み、学生や就業者、一般社会人
等に提供する多様な学びの場を創出する。 
 
評価指標 【1-1-1】産官学連携組織による

連携事業の進行を図る（第３期実
績に比して３件以上増）〔第４期
中期目標期間 最終年度〕 
※第３期実績（暫定） ３件（令
和２年度まで） 

評価指標 【1-1-2】社会人の学び直しのた
めのリカレント教育の修了者数（
第３期実績に比して10％増）〔第
４期中期目標期間 最終年度〕 
※第３期実績（暫定）延べ275人
（令和２年度まで） 

評価指標 【1-1-3】アントレプレナー教育
を受けた学生・社会人による起業
等件数（第３期実績に比して10％
増）〔第４期中期目標期間 最終
年度〕 
※第３期実績（暫定）42件（令和
２年度まで） 

 
・【1-3】高度な専門技能を有する地域医療人の育成 

クリニカルアナトミー教育・研究センター、看護師
特定行為研修センター及び看護リカレント教育センタ
ーにおける教育プログラムにより、高度な専門技能を
有する医療人育成のための実践的なリカレント教育に
取り組むとともに、徳島県地域医療センターをはじ
め、県下の医療機関との連携のもと、強固な地域医療
体制はもとより、東南海地震やウイルス感染症拡大に
対応できる災害時医療体制の構築にも寄与する。 

 
評価指標 【1-3-1】低侵襲手術トレーニン

グの参加者数（年間30人）〔第
４期中期目標期間中 毎年度〕 
※地域医療機関からの参加者の
みを計上 
※第３期実績（暫定）年間25人
（令和２年度まで） 

評価指標 【1-3-2】看護師特定行為研修受
講者数（年間３人）〔第４期中
期目標期間中 毎年度〕 
※地域医療機関からの受講者の
みを計上 
※第３期実績 年間３人（令和３
年度より事業開始） 

評価指標 【1-3-3】認定看護師教育課程在
宅ケア分野受講者数（30人以
上）〔第４期中期目標期間中累
計〕 
※地域医療機関等からの受講者
のみを計上 
※第３期実績 11人 

評価指標 【1-3-4】地域枠医師の配置数
（500人以上）〔第４期中期目標
期間 最終年度〕 
※地域医療機関における業務従
事期間の医師のみを計上 
※第３期実績 延べ252人 

 
・【1-4】地域課題解決のための共創実践とオープンイノ

ベーションを活性化させる。 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する目標を達成するため
にとるべき措置  
１ 社会との共創に関する目標を達成するための措置   
・【1-1】多様な学びの場の提供と、地域人材の育成 

県内の高等教育機関、地方公共団体及び経済団体
の16機関で組織する「とくしま産学官連携プラット
フォーム」とCOC+事業の継続実施及びCOC+R事業実
施のため高等教育機関、地方公共団体、経済団体及
び企業等の52機関で組織する「コンソーシアムとく
しま」等の産学官連携組織における役割分担の明確
化及び産業人材育成のための体制整備により、地域
ニーズの集積・分析を踏まえたリカレント教育の充
実・高度化及び産業人材の育成に取り組み、学生や
就業者、一般社会人等に提供する多様な学びの場を
創出する。 
評価指標 【1-1-1】産官学連携組織による

連携事業の進行を図る（第３期
実績に比して３件以上増）〔第
４期中期目標期間 最終年度〕 
※第３期実績 ３件 
 

評価指標 【1-1-2】社会人の学び直しのた
めのリカレント教育の修了者数
（第３期実績に比して10％増）
〔第４期中期目標期間 最終年
度〕 
※第３期実績 延べ328人 

評価指標 【1-1-3】アントレプレナー教育
を受けた学生・社会人による起
業等件数（第３期実績に比して
10％増）〔第４期中期目標期間 
最終年度〕 
※第３期実績 54件 
 

 
・【1-3】高度な専門技能を有する地域医療人の育成 

クリニカルアナトミー教育・研究センター、看護
師特定行為研修センター及び看護リカレント教育セ
ンターにおける教育プログラムにより、高度な専門
技能を有する医療人育成のための実践的なリカレン
ト教育に取り組むとともに、徳島県地域医療センタ
ーをはじめ、県下の医療機関との連携のもと、強固
な地域医療体制はもとより、東南海地震やウイルス
感染症拡大に対応できる災害時医療体制の構築にも
寄与する。 
評価指標 【1-3-1】低侵襲手術トレーニン

グの参加者数（年間30人）〔第
４期中期目標期間中 毎年度〕 
※地域医療機関からの参加者の
みを計上 
※第３期実績年間27人 
 

評価指標 【1-3-2】看護師特定行為研修受
講者数（年間３人）〔第４期中
期目標期間中 毎年度〕 
※地域医療機関からの受講者の
みを計上 
※第３期実績 年間３人（令和３
年度より事業開始） 

評価指標 【1-3-3】認定看護師教育課程在
宅ケア分野受講者数（30人以
上）〔第４期中期目標期間中累
計〕 
※地域医療機関等からの受講者
のみを計上 
※第３期実績 11人 

評価指標 【1-3-4】地域枠医師の配置数
（500人以上）〔第４期中期目標
期間 最終年度〕 
※地域医療機関における業務従
事期間の医師のみを計上 
※第３期実績 延べ252人 

 
・【1-4】地域課題解決のための共創実践とオープンイ

ノベーションを活性化させる。 



番
号 

法人名 
変更内容 

変更前 変更案 

世界を先導する地域産業の振興・創出に加え、地域の
課題解決に向けた自治体・地域団体・企業・NPOと連携
した協働の取組を拡充・実施して、持続可能な地方大学
に求められる特徴的な産学共創システム（地域の独自
性・強みに基づく産学官共創拠点）を構築し、共創実践
とオープンイノベーションを活性化させる。 
そのための方策として、本学を核とした自治体・企業

等と締結した協定、共創の場形成支援プログラムの実施
及びバイオイノベーション研究所の活動により形成して
きたネットワークを基盤として、地域課題、社会ニーズ
を抽出し、その課題解決を本学の教育・研究成果の事業
化、イノベーション創出により、実現する。また、新た
な産業を生み出し、企業の新産業拠点設置や雇用促進を
創出する仕組みを構築・推進する。 

 
評価指標 【1-4-1】共同研究数・受託研究

数（第３期実績以上）〔第４期
中期目標期間中累計〕 
※第３期実績（暫定）（令和２年
度まで） 
 共同研究 1,470 件 
 受託研究  958件 

評価指標 【1-4-2】大学発ベンチャー企業
創出数（年１社以上） 
※第３期実績（暫定）19社（令
和２年度まで） 

評価指標 【1-4-3】大学発ベンチャー雇用
創出数（雇用者数累計：150人以
上）〔第４期中期目標期間 最終
年度〕 
※第３期実績（暫定）累計113人
（令和２年度まで） 

 
・【1-5】「魅力的な大学づくり」と「光関連産業の振

興」、「医光融合研究の推進」を図り、
「“光”を目指して若者が集う徳島」を目指
す。 

徳島県では全国を上回る速度で急速に少子化、高齢
化が進行し、次世代の担い手不足等の課題が深刻化し
ている。こうした状況を打破するため、あらゆる光を
駆使したボーダレスフォトニクス研究（光・ＬＥＤ）
と医光融合研究を推進するとともに、徳島県が定めた
次世代の光が持つ可能性を活かし、新産業の創出と優
れた研究開発の好循環を目指す「次世代ＬＥＤバレイ
構想」の下、150社を超える光関連企業が集積してい
る本県の強みを生かし、ポストＬＥＤフォトニクス研
究所を中核として、次世代ＬＥＤの研究や、それを用
いた医療・農業等、様々な応用分野でグローバルに競
争力を有する拠点を構築する。 
 
評価指標 【1-5-1】光工学、医光融合研究

等光に関連する研究分野の共同
研究・受託研究数（第３期実績
以上）〔第４期中期目標期間中
累計〕 
※第３期実績（暫定）22件（令
和２年度まで） 
 
 

評価指標 【1-5-2】光工学、医光融合研究
等光に関連する研究分野の特許
出願数（第３期実績以上）〔第
４期中期目標期間中累計〕 
※第３期実績（暫定）11件（令
和２年度まで） 

 
・【2-1】SDGs等の社会的要求度の高い産業課題・地域 

課題解決のため、本学での教育研究により 
生み出された知的資産を活用し、社会実装を進 
める。 

研究成果の中から潜在的価値を見極め、中期的な視
点により基本特許となる出願を促進するとともに、国
内外の企業やベンチャーをはじめ、幅広いチャネルを
活用した技術移転活動を促進するため、本学の知的財
産活用戦略で定めた５つの地域戦略を核として、積極
的に研究成果の社会還元を進める。 
さらに、徳島大学発ベンチャー支援を目的として設

世界を先導する地域産業の振興・創出に加え、地域
の課題解決に向けた自治体・地域団体・企業・NPOと
連携した協働の取組を拡充・実施して、持続可能な地
方大学に求められる特徴的な産学共創システム（地域
の独自性・強みに基づく産学官共創拠点）を構築し、
共創実践とオープンイノベーションを活性化させる。 
そのための方策として、本学を核とした自治体・企

業等と締結した協定、共創の場形成支援プログラムの
実施及びバイオイノベーション研究所の活動により形
成してきたネットワークを基盤として、地域課題、社
会ニーズを抽出し、その課題解決を本学の教育・研究
成果の事業化、イノベーション創出により、実現す
る。また、新たな産業を生み出し、企業の新産業拠点
設置や雇用促進を創出する仕組みを構築・推進する。 

 
評価指標 【1-4-1】共同研究数・受託研

究数（第３期実績以上）〔第４
期中期目標期間中累計〕 
※第３期実績 
 共同研究 1,775 件 
 受託研究 1,159件 
 

評価指標 【1-4-2】大学発ベンチャー企
業創出数（年１社以上） 
※第３期実績 23社 
 

評価指標 【1-4-3】大学発ベンチャー雇
用創出数（雇用者数累計：150
人以上）〔第４期中期目標期間 
最終年度〕 
※第３期実績累計113人 
 

 
・【1-5】「魅力的な大学づくり」と「光関連産業の振

興」、「医光融合研究の推進」を図り、
「“光”を目指して若者が集う徳島」を目指
す。 

徳島県では全国を上回る速度で急速に少子化、高
齢化が進行し、次世代の担い手不足等の課題が深刻
化している。こうした状況を打破するため、あらゆ
る光を駆使したボーダレスフォトニクス研究（光・
ＬＥＤ）と医光融合研究を推進するとともに、徳島
県が定めた次世代の光が持つ可能性を活かし、新産
業の創出と優れた研究開発の好循環を目指す「次世
代ＬＥＤバレイ構想」の下、150社を超える光関連
企業が集積している本県の強みを生かし、ポストＬ
ＥＤフォトニクス研究所を中核として、次世代ＬＥ
Ｄの研究や、それを用いた医療・農業等、様々な応
用分野でグローバルに競争力を有する拠点を構築す
る。 
評価指標 【1-5-1】光工学、医光融合研究

等光に関連する研究分野の共同
研究・受託研究数（第３期実績
以上）〔第４期中期目標期間中
累計〕 
※第３期実績 31件 
 
 
 

評価指標 【1-5-2】光工学、医光融合研究
等光に関連する研究分野の特許
出願数（第３期実績以上）〔第
４期中期目標期間中累計〕 
※第３期実績 17件 
 

 
・【2-1】SDGs等の社会的要求度の高い産業課題・地域

課題解決のため、本学での教育研究により生
み出された知的資産を活用し、社会実装を進
める。 

研究成果の中から潜在的価値を見極め、中期的な
視点により基本特許となる出願を促進するととも
に、国内外の企業やベンチャーをはじめ、幅広いチ
ャネルを活用した技術移転活動を促進するため、本
学の知的財産活用戦略で定めた５つの地域戦略を核
として、積極的に研究成果の社会還元を進める。 
さらに、徳島大学発ベンチャー支援を目的として



番
号 

法人名 
変更内容 

変更前 変更案 

立された(株)産学連携キャピタルを活用し、人的・財
政的投資とハンズオン支援を得ながら新産業を創出す
る好循環システムを確立する。 

 
評価指標 【2-1-1】知的財産収入（第３

期実績以上）〔第４期中期目標
期間中累計〕 
※第３期実績（暫定）336,717
千円（令和２年度まで） 

 
・【5-2】イノベーション教育、アントレプレナーシップ

教育を充実し、新しい価値を創造し、社会の課
題を解決する力を身に付けた人材を養成する。 

 
第３期中期目標期間において進めてきたイノベーシ

ョン教育、アントレプレナーシップ教育の教育プログ
ラムや実施体制を検証し、学内の連携体制を強化する
とともに外部の専門家らと協力し、デザイン思考をは
じめとする新しい価値を提供するための素養を身に付
けるためのイノベーション教育と、新しい価値を実現
するためのアントレプレナーシップ教育を充実させ
る。 
 
評価指標 【5-2-1】国内外のデザイン思

考を用いたアイデアコンペやビ
ジネスプランコンテスト等（デ
ザイン思考コンテスト等）の入
賞数（延べ50件）〔第４期中期
目標期間中累計〕 
※第３期実績（暫定）延べ25件
（令和２年度まで） 

 
・【7-1】徳島大学のグローバル化に資する新組織の構築

とグローバル人材の育成 
大学間学術交流協定の締結、卒業・修了後のネット

ワークの充実、学生への多様な海外経験の機会の提供
等を担う新組織を構築し、学生の海外留学、外国人留
学生の受入やオンラインを活用した学術交流協定校と
の教育プログラム等を充実する。特に研究・教育水準
において世界最高水準を誇るイスラエルを代表するテ
クニオン（イスラエル工科大学）との学術交流及び共
同研究等の連携を推進するテクニオン連携室と協同
し、教育力・研究力の向上と若手研究者（大学院生を
含む。）の交流を実施する。 

 
評価指標 【7-1-1】学生の海外派遣者数

（年間240人）〔第４期中期目
標期間 最終年度〕 
※オンライン留学を含む 
※第３期最高水準 年間236人を
基準とする 
※第３期実績（暫定）（令和２
年度まで） 
 H28 147人、H29 191人、H30 
206人、R1 236人、R2 69人 

評価指標 【7-1-2】外国人留学生の受入
数（年間300人）〔第４期中期
目標期間 最終年度〕 
※オンライン留学を含む 
※第３期最高水準 年間304人を
基準とする 
※第３期実績（暫定）（令和２
年度まで） 
 H28 211人、H29 266人、H30 
267人、R1 304人、R2 230人 

評価指標 【7-1-3】学内におけるグロー
バル関連プログラムの教育・研
究プログラム参加者数（年間
240人）〔第４期中期目標期間 
最終年度〕 
※令和２年度実績第３期最高水
準 年間240人を基準とする（令
和元年度より集計開始） 
※第３期実績（暫定）（令和２
年度まで） 
R1 240人、R2 122人 
 

設立された(株)産学連携キャピタルを活用し、人
的・財政的投資とハンズオン支援を得ながら新産業
を創出する好循環システムを確立する。 
 
評価指標 【2-1-1】知的財産収入（第３

期実績以上）〔第４期中期目
標期間中累計〕 
※第３期実績 381,886千円 
 

 
・【5-2】イノベーション教育、アントレプレナーシッ

プ教育を充実し、新しい価値を創造し、社会
の課題を解決する力を身に付けた人材を養成
する。 

第３期中期目標期間において進めてきたイノベー
ション教育、アントレプレナーシップ教育の教育プ
ログラムや実施体制を検証し、学内の連携体制を強
化するとともに外部の専門家らと協力し、デザイン
思考をはじめとする新しい価値を提供するための素
養を身に付けるためのイノベーション教育と、新し
い価値を実現するためのアントレプレナーシップ教
育を充実させる。 
 
評価指標 【5-2-1】国内外のデザイン思

考を用いたアイデアコンペや
ビジネスプランコンテスト等
（デザイン思考コンテスト
等）の入賞数（延べ50件）
〔第４期中期目標期間中累
計〕 
※第３期実績 延べ36件 

 
・【7-1】徳島大学のグローバル化に資する新組織の構

築とグローバル人材の育成 
大学間学術交流協定の締結、卒業・修了後のネッ

トワークの充実、学生への多様な海外経験の機会の
提供等を担う新組織を構築し、学生の海外留学、外
国人留学生の受入やオンラインを活用した学術交流
協定校との教育プログラム等を充実する。特に研
究・教育水準において世界最高水準を誇るイスラエ
ルを代表するテクニオン（イスラエル工科大学）と
の学術交流及び共同研究等の連携を推進するテクニ
オン連携室と協同し、教育力・研究力の向上と若手
研究者（大学院生を含む。）の交流を実施する。 
 
評価指標 【7-1-1】学生の海外派遣者数

（年間240人）〔第４期中期目
標期間 最終年度〕 
※オンライン留学を含む 
※第３期最高水準 年間236人
を基準とする 
 
 
 
 

評価指標 【7-1-2】外国人留学生の受入
数（年間300人）〔第４期中期
目標期間 最終年度〕 
※オンライン留学を含む 
※第３期最高水準 年間304人
を基準とする 
 
 
 
 

評価指標 【7-1-3】学内におけるグロー
バル関連プログラムの教育・
研究プログラム参加者数（年
間240人）〔第４期中期目標期
間 最終年度〕 
※第３期最高水準 年間240人
を基準とする 
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３ 研究に関する目標を達成するための措置 
・【8-1】新領域を切り拓く最先端基礎研究と、萌芽・独

創的研究の戦略的推進 
新領域を切り拓く最先端基礎研究を推進するため、

大型の競争的資金獲得・成果創出に向け、URA等によ
る重点支援を図るとともに、分野を越えた研究者集団
による研究クラスター等により、チーム研究を推進す
る。 
また、次の研究シーズを創出する萌芽・独創的研究

や、継承・発展すべき研究を戦略的に進めるため、獲
得した外部資金等を更なる研究資源として研究クラス
ター制度の充実を図る。 
 
評価指標 【8-1-1】常勤研究者の科研費

保有率（第３期同等実績）〔第
４期中期目標期間 最終年度〕 
※第３期実績（暫定）平均保有
率47％（令和２年度まで） 

評価指標 【8-1-2】国際学術論文（第３
期実績以上）〔第４期中期目標
期間中累計〕 
※第３期実績（暫定）（令和２
年度まで） 
 Nature index    150報 
 Cite Score 上位１％ 60報 

評価指標 【8-1-3】研究クラスター制度
で支援をした競争的資金５千万
以上の研究者数（第３期実績以
上）〔第４期中期目標期間中累
計〕 
※第３期実績（暫定）26名（令
和２年度まで） 

評価指標 【8-1-4】研究者の研究エフォ
ートの向上のための研究支援体
制の充実 
 URA数（第３期実績以上）
〔第４期中期目標期間 最終年
度〕 
※第３期実績（暫定）URA 14人 

 
・【9-1】産官学連携研究や起業を目指す研究の推進によ

るSDGs達成へ貢献及びイノベーション創出 
人類共通の課題解決や新たな社会的価値を創造・イ

ノベーション創出を目指す研究、地域、企業の課題解
決を図る研究等を推進するため、多様なステークホル
ダーとの連携により、大学の研究開発力の向上並びに
民間企業等への技術移転を図る。 
また、URA等による重点支援によりファンディング

機関、民間企業等から外部資金を獲得し、チーム研究
を推進し、新産業創出・起業に向け、知財創出やスタ
ートアップの戦略的支援等を行う。 

 
評価指標 【9-1-1】共同研究・受託研究

件数（第３期実績以上）〔第４
期中期目標期間中累計〕 
※第３期実績（暫定）（令和２年
度まで） 
 共同研究 1,470 件 
 受託研究  958 件 
※再掲【1-4-1】 

評価指標 【9-1-2】知的財産収入（第３
期実績以上）〔第４期中期目標
期間中累計〕 
※第３期実績（暫定）336,717
千円（令和２年度まで） 
※再掲【2-1-1】 

評価指標 【9-1-3】大学発ベンチャー企
業創出数（年１社以上） 
※第３期実績（暫定）19社（令
和２年度まで） 
※再掲【1-4-2】 

 
・【9-2】「魅力的な大学づくり」と「光関連産業の振

興」、「医光融合研究の推進」を図り、
「“光”を目指して若者が集う徳島」を目指
す。〔再掲【1-5】〕 

 
３ 研究に関する目標を達成するための措置 
・【8-1】新領域を切り拓く最先端基礎研究と、萌芽・

独創的研究の戦略的推進 
新領域を切り拓く最先端基礎研究を推進するた

め、大型の競争的資金獲得・成果創出に向け、URA
等による重点支援を図るとともに、分野を越えた研
究者集団による研究クラスター等により、チーム研
究を推進する。 
また、次の研究シーズを創出する萌芽・独創的研

究や、継承・発展すべき研究を戦略的に進めるた
め、獲得した外部資金等を更なる研究資源として研
究クラスター制度の充実を図る。 
 
評価指標 【8-1-1】常勤研究者の科研費

保有率（第３期同等実績）
〔第４期中期目標期間 最終年
度〕 
※第３期実績平均保有率48％ 

評価指標 【8-1-2】国際学術論文（第３
期実績以上）〔第４期中期目
標期間中累計〕 
※第３期実績 
 Nature index    219報 
 Cite Score 上位１％ 82報 
 

評価指標 【8-1-3】研究クラスター制度
で支援をした競争的資金５千
万以上の研究者数（第３期実
績以上）〔第４期中期目標期
間中累計 
※第３期実績32名 
 

評価指標 【8-1-4】研究者の研究エフォ
ートの向上のための研究支援
体制の充実 
 URA数（第３期実績以上）
〔第４期中期目標期間 最終年
度〕 
※第３期実績URA 14人 

 
・【9-1】産官学連携研究や起業を目指す研究の推進に

よるSDGs達成へ貢献及びイノベーション創出 
人類共通の課題解決や新たな社会的価値を創造・

イノベーション創出を目指す研究、地域、企業の課
題解決を図る研究等を推進するため、多様なステー
クホルダーとの連携により、大学の研究開発力の向
上並びに民間企業等への技術移転を図る。 
また、URA等による重点支援によりファンディン

グ機関、民間企業等から外部資金を獲得し、チーム
研究を推進し、新産業創出・起業に向け、知財創出
やスタートアップの戦略的支援等を行う。 

 
評価指標 【9-1-1】共同研究・受託研究

件数（第３期実績以上）〔第
４期中期目標期間中累計〕 
※第３期実績 
 共同研究 1,775 件 
 受託研究 1,159 件 

※再掲【1-4-1】 
 

評価指標 【9-1-2】知的財産収入（第３
期実績以上）〔第４期中期目
標期間中累計〕 
※第３期実績 381,886千円 
※再掲【2-1-1】 
 

評価指標 【9-1-3】大学発ベンチャー企
業創出数（年１社以上） 
※第３期実績 23社 
※再掲【1-4-2】 
 

 
・【9-2】「魅力的な大学づくり」と「光関連産業の振

興」、「医光融合研究の推進」を図り、
「“光”を目指して若者が集う徳島」を目指
す。〔再掲【1-5】〕 
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徳島県では全国を上回る速度で急速に少子化、高齢
化が進行し、次世代の担い手不足等の課題が深刻化し
ている。こうした状況を打破するため、あらゆる光を
駆使したボーダレスフォトニクス研究（光・ＬＥＤ）
と医光融合研究を推進するとともに、徳島県が定めた
次世代の光が持つ可能性を活かし、新産業の創出と優
れた研究開発人材の好循環を目指す「次世代ＬＥＤバ
レイ構想」の下、150社を超える光関連企業が集積し
ている本県の強みを生かし、ポストＬＥＤフォトニク
ス研究所を中核として、次世代ＬＥＤの研究や、それ
を用いた医療・農業等、様々な応用分野でグローバル
に競争力を有する拠点を構築する。 

 
 

評価指標 【9-2-1】光工学、医光融合研究
等光に関連する研究分野の共同
研究・受託研究数（第３期実績
以上）〔第４期中期目標期間中
累計〕 
※第３期実績（暫定）22 件（令和
２年度まで） 
※再掲【1-5-1】 

評価指標 【9-2-2】光工学、医光融合研究
等光に関連する研究分野の国際
学術論文ファーストオーサー論
文数（第３期実績以上）〔第４
期中期目標期間中累計〕 
※第３期実績（暫定）24報（令
和２年度まで） 

評価指標 【9-2-3】光工学、医光融合研究
等光に関連する研究分野の推進
のための研究支援体制の充実 
 URA数（第３期実績以上）〔第
４期中期目標期間 最終年度〕 
※第３期実績 URA 14人 

 
・【10-1】地域や地元企業の抱える課題から研究シーズ

を抽出し、専門性を越えて活躍する若手研究者
や、萌芽・独創的研究、新領域を切り拓く若手
研究者の育成 

専門性を深めるとともに、企業、地域の課題に直接
触れる機会や企業との協働研究等への参画を通じて専
門性を越えて活躍する若手研究者を育成するととも
に、競争的資金獲得、成果創出を重点的に支援し、萌
芽・独創的研究、新領域を切り拓く若手研究者を育成
する。 
また、博士課程学生の奨学金やTA・RA制度の充実な

ど、インセンティブの拡大を図るとともに、産業界や
地域社会とも連携してキャリアパスの開拓、流動性の
向上、外部資金の活用による若手研究者の自立的・安
定的なポストの確保など、若手研究者が自らの希望や
適性に応じて活躍する場を創出する。 
 
評価指標 【10-1-1】若手研究者スタート

アップ支援制度（若手研究者表
彰制度）、Ｔ３（徳島大学テニ
ュアトラック教員育成支援制
度）の拡充（表彰制度採択件数
及びＴ３採用人数を第３期実績
以上）〔第４期中期目標期間中
累計〕 
※第３期実績（暫定）（令和２年
度まで） 
 表彰制度採択件数 27 件 
 Ｔ３採用人数   13人 

評価指標 【10-1-2】博士課程学生への経
済的支援制度（ゆめ奨学金、フ
ェローシップ制度等）の拡充
（経済的支援制度の利用者数を
第３期実績以上）〔第４期中期
目標期間中累計〕 
※第３期実績（暫定）（令和２年
度まで） 
 ゆめ奨学金   241 人 
 フェローシップ  8人 

評価指標 【10-1-3】博士課程学生の専門
性を活かした分野への就職率

徳島県では全国を上回る速度で急速に少子化、高
齢化が進行し、次世代の担い手不足等の課題が深刻
化している。こうした状況を打破するため、あらゆ
る光を駆使したボーダレスフォトニクス研究（光・
ＬＥＤ）と医光融合研究を推進するとともに、徳島
県が定めた次世代の光が持つ可能性を活かし、新産
業の創出と優れた研究開発人材の好循環を目指す
「次世代ＬＥＤバレイ構想」の下、150社を超える
光関連企業が集積している本県の強みを生かし、ポ
ストＬＥＤフォトニクス研究所を中核として、次世
代ＬＥＤの研究や、それを用いた医療・農業等、
様々な応用分野でグローバルに競争力を有する拠点
を構築する。 

 
評価指標 【9-2-1】光工学、医光融合研究

等光に関連する研究分野の共同
研究・受託研究数（第３期実績
以上）〔第４期中期目標期間中
累計〕 
※第３期実績 31 件 
※再掲【1-5-1】 
 

評価指標 【9-2-2】光工学、医光融合研究
等光に関連する研究分野の国際
学術論文ファーストオーサー論
文数（第３期実績以上）〔第４
期中期目標期間中累計〕 
※第３期実績24報/年 
 

評価指標 【9-2-3】光工学、医光融合研究
等光に関連する研究分野の推進
のための研究支援体制の充実 
 URA数（第３期実績以上）〔第
４期中期目標期間 最終年度〕 
※第３期実績 URA 14人 

 
・【10-1】地域や地元企業の抱える課題から研究シー

ズを抽出し、専門性を越えて活躍する若手研
究者や、萌芽・独創的研究、新領域を切り拓
く若手研究者の育成 

専門性を深めるとともに、企業、地域の課題に直
接触れる機会や企業との協働研究等への参画を通じ
て専門性を越えて活躍する若手研究者を育成すると
ともに、競争的資金獲得、成果創出を重点的に支援
し、萌芽・独創的研究、新領域を切り拓く若手研究
者を育成する。 
また、博士課程学生の奨学金やTA・RA制度の充実

など、インセンティブの拡大を図るとともに、産業
界や地域社会とも連携してキャリアパスの開拓、流
動性の向上、外部資金の活用による若手研究者の自
立的・安定的なポストの確保など、若手研究者が自
らの希望や適性に応じて活躍する場を創出する。 
 
評価指標 【10-1-1】若手研究者スタート

アップ支援制度（若手研究者表
彰制度）、Ｔ３（徳島大学テニ
ュアトラック教員育成支援制
度）の拡充（表彰制度採択件数
及びＴ３採用人数を第３期実績
以上）〔第４期中期目標期間中
累計〕 
※第３期実績 
 表彰制度採択件数 32 件 
 Ｔ３採用人数   14人 
 

評価指標 【10-1-2】博士課程学生への経
済的支援制度（ゆめ奨学金、フ
ェローシップ制度等）の拡充
（経済的支援制度の利用者数を
第３期実績以上）〔第４期中期
目標期間中累計〕 
※第３期実績 
 ゆめ奨学金   315 人 
 フェローシップ  32人 
 

評価指標 【10-1-3】博士課程学生の専門
性を活かした分野への就職率



番
号 

法人名 
変更内容 

変更前 変更案 

（第３期同等実績）〔第４期中
期目標期間 最終年度〕 
※第３期実績（暫定）97％（令
和２年度までの平均値） 

 
４ その他社会との共創、教育、研究に関する重要事項

に関する目標を達成するための措置 
・【11-1】海外大学を含む他大学、他研究機関のそれぞ

れの研究領域、人的、施設設備等の強みを相互
補完し、共同利用・共同研究、協働研究等を通
じ、単独ではなし得なかった発展的な成果を創
出する。 

本学の独創的な新興・融合分野の研究推進の核とな
る、先端酵素学研究所（全国共同利用・共同研究拠点
認定）をはじめとした各研究所の研究インフラを高度
化するとともに、学内連携にとどまらず国内外の大学
や研究機関、産業界等との組織的な連携や個々の大学
の枠を越えた共同利用・共同研究等を推進し、国内外
におけるプレゼンスを向上させる。 
また、本学の産学連携基盤を基軸として、自治体や

地域企業など多様なステークホルダー参加型の産学共
創拠点を形成し、SDGsに基づく将来のあるべき社会像
の実現に向け、研究開発を推進する。 
 
 
評価指標 【11-1-1】共同利用・共同研

究件数（第３期実績以上）
〔第４期中期目標期間中累
計〕 
※第３期実績（暫定）157件（
令和２年度まで） 

評価指標 【11-1-2】研究設備・機器の
共用化率（500万円以上） 
（第３期実績以上）〔第４期
中期目標期間 最終年度〕 
※第３期実績 共用化率55％ 

 
・【12-1】安心・安全な高度先端医療の提供と開発 

徳島大学病院は県内唯一の特定機能病院として、ロ
ボット手術、ハイブリッド手術、カテーテル手術を積
極的に導入し、低侵襲かつ高精度の医療を実施してい
る。また、臨床研究・治験の実施を通して、新たな診
断法・治療法の開発に取り組んでいる。第４期中期目
標期間においても、これらの取り組みを推進し、安
心・安全な高度先端医療を提供する。 
 
評価指標 【12-1-1】低侵襲医療の実施

症例件数（2,800件）〔第４期
中期目標期間中累計〕 
※過去最高実績となる令和２
年度実績 400件を基準とし、
約15％増を目標とする 

評価指標 【12-1-2】特定臨床研究及び
治験実施件数（延べ500件以
上）〔第４期中期目標期間中
累計〕 
※第３期実績（暫定）約80件/
年（令和２年度まで） 

評価指標 【12-1-3】査読のある雑誌に
掲載された英語論文数（2,000
件）〔第４期中期目標期間中
累計〕 
※附属病院関係を対象とし、
共著を含む 
※第３期実績（暫定）約330件
/年（令和２年度まで） 

評価指標 【12-1-4】新規に導入した内
視鏡・画像診断技術の項目数 
（９件）〔第４期中期目標期
間中累計〕 
※第３期実績（暫定）９件
（令和２年度まで） 

 
・【12-2】高度医療人の育成 

県内唯一の特定機能病院として、高度医療に関する
研修を通して専門医・指導医を育成するとともに、看
護部・薬剤部・医療技術部においても高度専門技能者

（第３期同等実績）〔第４期中
期目標期間 最終年度〕 
※第３期実績 98％ 
 

 
４ その他社会との共創、教育、研究に関する重要事

項に関する目標を達成するための措置 
・【11-1】海外大学を含む他大学、他研究機関のそれ

ぞれの研究領域、人的、施設設備等の強みを
相互補完し、共同利用・共同研究、協働研究
等を通じ、単独ではなし得なかった発展的な
成果を創出する。 

本学の独創的な新興・融合分野の研究推進の核と
なる、先端酵素学研究所（全国共同利用・共同研究
拠点認定）をはじめとした各研究所の研究インフラ
を高度化するとともに、学内連携にとどまらず国内
外の大学や研究機関、産業界等との組織的な連携や
個々の大学の枠を越えた共同利用・共同研究等を推
進し、国内外におけるプレゼンスを向上させる。 
また、本学の産学連携基盤を基軸として、自治体

や地域企業など多様なステークホルダー参加型の産
学共創拠点を形成し、SDGsに基づく将来のあるべき
社会像の実現に向け、研究開発を推進する。 

 
 

評価指標 【11-1-1】共同利用・共同研
究件数（第３期実績以上）
〔第４期中期目標期間中累
計〕 
※第３期実績225件 
 

評価指標 【11-1-2】研究設備・機器の
共用化率（500万円以上） 
（第３期実績以上）〔第４期
中期目標期間 最終年度〕 
※第３期実績 共用化率55％ 

 
・【12-1】安心・安全な高度先端医療の提供と開発 

徳島大学病院は県内唯一の特定機能病院として、
ロボット手術、ハイブリッド手術、カテーテル手術
を積極的に導入し、低侵襲かつ高精度の医療を実施
している。また、臨床研究・治験の実施を通して、
新たな診断法・治療法の開発に取り組んでいる。第
４期中期目標期間においても、これらの取り組みを
推進し、安心・安全な高度先端医療を提供する。 
 
評価指標 【12-1-1】低侵襲医療の実施

症例件数（2,800件）〔第４期
中期目標期間中累計〕 
※過去最高実績となる令和２
年度実績 400件を基準とし、
約15％増を目標とする 

評価指標 【12-1-2】特定臨床研究及び
治験実施件数（延べ500件以
上）〔第４期中期目標期間中
累計〕 
※第３期実績約83件/年 
 

評価指標 【12-1-3】査読のある雑誌に
掲載された英語論文数（2,000
件）〔第４期中期目標期間中
累計〕 
※附属病院関係を対象とし、
共著を含む 
※第３期実績約355件/年 
 

評価指標 【12-1-4】新規に導入した内
視鏡・画像診断技術の項目数 
（９件）〔第４期中期目標期
間中累計〕 
※第３期実績９件 
 

 
・【12-2】高度医療人の育成 

県内唯一の特定機能病院として、高度医療に関す
る研修を通して専門医・指導医を育成するととも
に、看護部・薬剤部・医療技術部においても高度専
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の養成を進める。特に徳島大学病院の特徴であるトレ
ーニングプログラムの積極的活用を通した人材育成を
推進する。 
 
評価指標 【12-2-1】新規専門医・指導

医の取得者数（400人）〔第４
期中期目標期間中累計〕 
※第３期実績（暫定）（令和
２年度まで）の約60人/年を基
準とし、10％増を目標とする
。 

評価指標 【12-2-2】低侵襲トレーニン
グプログラム修了者数（延べ
1,200人）〔第４期中期目標期
間中累計〕 
※直近３カ年（平成30年度～
令和２年度）実績の約175人/
年を基準とし、15％増を目標
とする。 

評価指標 【12-2-3】高度専門技能者の
養成（各種認定制度による養
成者数）（延べ60人）〔第４
期中期目標期間中累計〕 
※直近実績（令和２年度）10
人を基準とする。 

 
・【12-3】地域医療及び健康危機管理拠点としての機能

強化 
社会に開かれた病院として地域貢献を行うため、地

域の特性や医療需要を踏まえ、ICT（Information and 
Communication Technology）等を活用した地域ネット
ワークによる連携事業と院内の診療科横断的連携の強
化により、地域医療及び健康危機管理拠点としての基
盤整備及び人材育成を行う。 
 
評価指標 【12-3-1】医師会・自治体と

の連携事業（医師会・自治体
等が行う事業へ参画する項目
数）（延べ41件）〔第４期中
期目標期間 最終年度〕 
※第３期実績（暫定）28件（
令和２年度まで） 

評価指標 【12-3-2】拠点病院としての
診療科横断的な医科・歯科連
携による活動実績（診療科横
断的な医科・歯科連携の取組
み項目数）（延べ10件）〔第
４期中期目標期間 最終年度〕 
※第３期実績 ５件 

評価指標 【12-3-3】隣接する徳島県立
中央病院との協定に基づく
「総合メディカルゾーン」を
活用した連携事業（延べ15
件）〔第４期中期目標期間 最
終年度〕 
※第３期実績 12件 

評価指標 【12-3-4】ICT等を利用した遠
隔診断実績 
（実施項目数：７件）〔第４
期中期目標期間 最終年度〕 
※第３期実績 ４件 

評価指標 【12-3-5】地域枠医師の配置
数（500人以上）〔第４期中期
目標期間 最終年度〕 
※地域医療機関における業務
従事期間の医師のみを計上 
※第３期実績 延べ252人 
※再掲【1-3-4】 

 
・【16-2】多様なメディアによる積極的な情報発信によ

り、多くのステークホルダーから理解と支持を
得る。 

支持者層や年齢層に応じた多様なメディアにより大
学の特色や活動を積極的に情報発信するとともに、双
方向の対話の機会を設けるなど、ステークホルダーか
らの理解と支持を高める。 
 

門技能者の養成を進める。特に徳島大学病院の特徴
であるトレーニングプログラムの積極的活用を通し
た人材育成を推進する。 
 
評価指標 【12-2-1】新規専門医・指導

医の取得者数（400人）〔第４
期中期目標期間中累計〕 
※第３期実績約60人/年を基準
とし、10％増を目標とする。 
 
 

評価指標 【12-2-2】低侵襲トレーニン
グプログラム修了者数（延べ
1,200人）〔第４期中期目標期
間中累計〕 
※直近３カ年（平成30年度～
令和２年度）実績の約175人/
年を基準とし、15％増を目標
とする。 

評価指標 【12-2-3】高度専門技能者の
養成（各種認定制度による養
成者数）（延べ60人）〔第４
期中期目標期間中累計〕 
※直近実績（令和２年度）10
人を基準とする。 

 
・【12-3】地域医療及び健康危機管理拠点としての機

能強化 
社会に開かれた病院として地域貢献を行うため、

地域の特性や医療需要を踏まえ、ICT（Information 
and Communication Technology）等を活用した地域
ネットワークによる連携事業と院内の診療科横断的
連携の強化により、地域医療及び健康危機管理拠点
としての基盤整備及び人材育成を行う。 
 
評価指標 【【12-3-1】医師会・自治体と

の連携事業（医師会・自治体等
が行う事業へ参画する項目数）
（延べ41件）〔第４期中期目標
期間 最終年度〕 
※第３期実績 33件 
 

評価指標 【12-3-2】拠点病院としての診
療科横断的な医科・歯科連携に
よる活動実績（診療科横断的な
医科・歯科連携の取組み項目
数）（延べ10件）〔第４期中期
目標期間 最終年度〕 
※第３期実績 ５件 

評価指標 【12-3-3】隣接する徳島県立中
央病院との協定に基づく「総合
メディカルゾーン」を活用した
連携事業（延べ15件）〔第４期
中期目標期間 最終年度〕 
※第３期実績 12件 
 

評価指標 【12-3-4】ICT等を利用した遠
隔診断実績 
（実施項目数：７件）〔第４期
中期目標期間 最終年度〕 
※第３期実績 ４件 

評価指標 【12-3-5】地域枠医師の配置数
（500人以上）〔第４期中期目
標期間 最終年度〕 
※地域医療機関における業務従
事期間の医師のみを計上 
※第３期実績 延べ252人 
※再掲【1-3-4】 

 
・【16-2】多様なメディアによる積極的な情報発信に

より、多くのステークホルダーから理解と支
持を得る。 

支持者層や年齢層に応じた多様なメディアにより
大学の特色や活動を積極的に情報発信するととも
に、双方向の対話の機会を設けるなど、ステークホ
ルダーからの理解と支持を高める。 
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評価指標 【16-2-1】SNSフォロワー数

（第３期終了時に比して10％
超）〔第４期中期目標期間 最
終年度〕 
※第３期実績（暫定）1,460件
（令和４年１月現在） 

評価指標 【16-2-2】ホームページ閲覧
等数（第３期実績以上）〔第
４期中期目標期間中累計〕 
※第３期実績（暫定）約１千５
百６十万件（平成２８年４月～
令和４年１月まで） 

評価指標 【16-2-3】取材発信、メディ
ア掲載数（第３期終了年度の
令和３年度実績に比して３％
超） 
〔第４期中期目標期間中 最終
年度〕 
※第３期実績（令和３年度暫
定）824件（令和３年４月～令
和４年１月） 

評価指標 【16-2-4】シンポジウム等開
催件数及び総参加者数（第３
期実績以上）〔第４期中期目
標期間中累計〕 
※第３期実績（暫定）（令和２
年度まで） 
 開催件数   89 回 
 参加者数 10,271人 

 
Ⅴ その他業務運営に関する重要事項に関する目標を達
成するためにとるべき措置 

・【17-1】デジタル技術の活用による業務の最適化及び
効率化 

様々な業務作業に伴う現場担当者の負担軽減を図る
べく、電子申請化及びRPA等の自動化・電子化により
DXを推進する。また、サービス向上の一方策として窓
口業務（対面相談）のオンライン化についても推進す
る。 
 
評価指標 【17-1-1】電子申請化及びRPA

等による自動化・電子化業務
数（50件以上）〔第４期中期
目標期間中累計〕 
※第３期実績（暫定）25件 

評価指標 【17-1-2】学生窓口業務のオ
ンライン化推進状況（学生用
オンライン窓口を10ヶ所以上
開設）〔第４期中期目標期間
中累計〕 

 
・【17-2】情報セキュリティの維持・向上 

業務継続性を図るためのファイルサーバ環境並びに
テレワーク用クライアント環境を整備する。 
大学としての情報セキュリティ維持・向上を図るた

め、セキュリティ監査（技術的な脆弱性調査、組織的
な情報セキュリティ監査）と個人毎の自己点検と教
育・訓練を定期的（年１回以上）に実施する。 

 
評価指標 【17-2-1】脆弱性指標における

高リスク項目を調査時点で全
体の 16%以内に抑制〔第４期中
期目標期間中 毎年度〕 
※第３期実績（暫定）平均値
（約11％）に毎年度変動分を
５％として16％以内と設定す
る 

 

 
評価指標 【16-2-1】SNSフォロワー数

（第３期終了時に比して10％
超）〔第４期中期目標期間 最
終年度〕 
※第３期実績 1,873件（令和
４年３月末） 

評価指標 【16-2-2】ホームページ閲覧
等数（第３期実績以上）〔第
４期中期目標期間中累計〕 
※第３期実績 約１千６百４十
万件 
 

評価指標 【16-2-3】取材発信、メディ
ア掲載数（第３期終了年度の
令和３年度実績に比して３％
超） 
〔第４期中期目標期間中 最終
年度〕 
※第３期実績（令和３年度）
965件 
 

評価指標 【16-2-4】シンポジウム等開
催件数及び総参加者数（第３
期実績以上）〔第４期中期目
標期間中累計〕 
※第３期実績 
 開催件数   110 回 
 参加者数 11,850人 
 

 
Ⅴ その他業務運営に関する重要事項に関する目標を
達成するためにとるべき措置 

・【17-1】デジタル技術の活用による業務の最適化及
び効率化 

様々な業務作業に伴う現場担当者の負担軽減を図
るべく、電子申請化及びRPA等の自動化・電子化に
よりDXを推進する。また、サービス向上の一方策と
して窓口業務（対面相談）のオンライン化について
も推進する。 

 
評価指標 【17-1-1】電子申請化及びRPA

等による自動化・電子化業務
数（50件以上）〔第４期中期
目標期間中累計〕 
※第３期実績 26件 

評価指標 【17-1-2】学生窓口業務のオ
ンライン化推進状況（学生用
オンライン窓口を10ヶ所以上
開設）〔第４期中期目標期間
中累計〕 

 
・【17-2】情報セキュリティの維持・向上 

業務継続性を図るためのファイルサーバ環境並び
にテレワーク用クライアント環境を整備する。 
大学としての情報セキュリティ維持・向上を図る

ため、セキュリティ監査（技術的な脆弱性調査、組
織的な情報セキュリティ監査）と個人毎の自己点検
と教育・訓練を定期的（年１回以上）に実施する。 

 
評価指標 【17-2-1】脆弱性指標における

高リスク項目を調査時点で全
体の 16%以内に抑制〔第４期中
期目標期間中 毎年度〕 
※第３期実績平均値（約11％
）に毎年度変動分を５％とし
て16％以内と設定する 
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69 香川大学 

２ 教育に関する目標を達成するための措置 
３－２ 地域マネジメント研究科においては、地域・

社会課題を素材とした実践型教育プログラムを
充実させて、幅広く社会人大学院生を受け入れ
、広域的な人材交流や修了生の活動を促進する
エコシステムの創造を通して、キャリアアップ
だけでなく、起業、新規事業、キャリアチェン
ジを含む柔軟なキャリア形成を実現し、地域活
性化に貢献する高度専門職業人を育成する。 

 
 
評価指標 a.新規開設等した授業科目数や教

育プログラム数、実践的なテー
マのプロジェクト研究数 （第４
期の総数を第３期実績（新規開
講等授業科目数27、新規開設教
育プログラム数41、実践的テー
マのプロジェクト研究数３）と
比べて増加） 

b.新規開設等した授業科目や教育
プログラムの受講者数、連携協
力企業・行政等の組織数 （第４
期の総数を第３期実績（新規開
講等授業科目の受講者数363、新
規開設教育プログラムの受講者
数960、教育プログラムの連携組
織数54） 

c.修了生の取組に対する支援の
数、修了生による講義数  

（第４期の総数を第３期実績（修
了生の取組に対する支援数50、
修了生による講義数７）と比べ
て増加） 

d.実現した新規事業、起業、組織
間連携による事業、地域活性化
に資するビジネス・事業・部門
部署で活躍する修了生の総件数 
（第４期の総数を第３期実績
（新規事業、起業、組織間連携
による事業、地域活性化に資す
るビジネス・事業・部門部署で
活躍する修了生の総件数12）と
比べて増加） 

e.幅広く社会人大学院生を受け入
れ、広域的な人材交流を進める
ため、令和４年度に修了生、外
部組織との関係構築を行い「広
域人材交流計画」を策定する。
令和５年度には広域人材交流計
画遂行のための資金調達、人員
確保等の準備作業を行う。令和
６年度には広域人材交流試行プ
ログラムを作成する。令和７年
度からは、プログラムを試行
し、点検・改善を行う。 

 
３ 研究に関する目標を達成するための措置 

１－１ 希少糖、微細構造デバイス、次世代通信・環
境を支えるマテリアル・システム等、独創性が高く、
先導的に展開している研究を、重点研究として定め、
卓越性をさらに高める。 
 

評価指標 a.重点研究の査読付き論文数 （第
４期の平均を第３期平均と比べ
て10％増加） 

b.知的財産（研究成果有体物（マ
テリアル）を含む）の実施許諾
等収入に係る契約件数（第４期
の平均を第３期平均と比べて
10％増加） 

c.招待講演数（第４期の平均を第
３期平均と比べて10％増加） 

 
 
１－２ 地域コミュニティの回復力強化（社会的レジリ
エンス）、瀬戸内圏の環境・資源、包括的健康イノベー
ションの創出、資源ゲノム、MaaS（Mobility as a 

２ 教育に関する目標を達成するための措置 
３－２ 地域マネジメント研究科においては、地域

・社会課題を素材とした実践型教育プログラ
ムを充実させて、幅広く社会人大学院生を受
け入れ、広域的な人材交流や修了生の活動を
促進するエコシステムの創造を通して、キャ
リアアップだけでなく、起業、新規事業、キ
ャリアチェンジを含む柔軟なキャリア形成を
実現し、地域活性化に貢献する高度専門職業
人を育成する。 

 
評価指標 a.新規開設等した授業科目数や教

育プログラム数、実践的なテー
マのプロジェクト研究数 （第４
期の総数を第３期実績（新規開
講等授業科目数27、新規開設教
育プログラム数30、実践的テー
マのプロジェクト研究数３）と
比べて増加） 

b.新規開設等した授業科目や教育
プログラムの受講者数、連携協
力企業・行政等の組織数 （第４
期の総数を第３期実績（新規開
講等授業科目の受講者数363、新
規開設教育プログラムの受講者
数978、教育プログラムの連携組
織数48） 

c.修了生の取組に対する支援の
数、修了生による講義数  

（第４期の総数を第３期実績（修
了生の取組に対する支援数50、
修了生による講義数９）と比べ
て増加） 

d.実現した新規事業、起業、組織
間連携による事業、地域活性化
に資するビジネス・事業・部門
部署で活躍する修了生の総件数 
（第４期の総数を第３期実績
（新規事業、起業、組織間連携
による事業、地域活性化に資す
るビジネス・事業・部門部署で
活躍する修了生の総件数12）と
比べて増加） 

e.幅広く社会人大学院生を受け入
れ、広域的な人材交流を進める
ため、令和４年度に修了生、外
部組織との関係構築を行い「広
域人材交流計画」を策定する。
令和５年度には広域人材交流計
画遂行のための資金調達、人員
確保等の準備作業を行う。令和
６年度には広域人材交流試行プ
ログラムを作成する。令和７年
度からは、プログラムを試行
し、点検・改善を行う。 

 
３ 研究に関する目標を達成するための措置 

１－１ 希少糖、微細構造デバイス、次世代通信・
環境を支えるマテリアル・システム等、独創性が高
く、先導的に展開している研究を、重点研究として
定め、卓越性をさらに高める。 

 
評価指標 a.重点研究の査読付き論文数 （第

４期の平均を第３期平均47.2件
と比べて10％増加） 

b.知的財産（研究成果有体物（マ
テリアル）を含む）の実施許諾
等収入に係る契約件数（第４期
の平均を第３期平均13.2件と比
べて10％増加） 

c.招待講演数（第４期の平均を第
３期平均18.7件と比べて10％増
加） 

 
１－２ 地域コミュニティの回復力強化（社会的レジ
リエンス）、瀬戸内圏の環境・資源、包括的健康イノ
ベーションの創出、資源ゲノム、MaaS（Mobility as a 
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Service）等、継続的なデータ収集に基づく特色ある研究
などの、地域社会の課題の解決や資源の持続的な活用に
資する研究を推進する。 
 
評価指標 a.地域社会を対象とした研究の査

読付き論文数 （第４期の平均を
第３期平均と比べて10％増加） 

b.継続的に収集したデータに基づ
く学術的成果（査読付き論文、
書籍等）の数（第４期の平均を
第３期平均と比べて10％増加） 

 
 

 
１－３ 分散キャンパスにある研究資源の有効活用と

研究の多様化を推進するため、デジタルONE戦
略※に基づき、研究設備・機器の共用、研究者
のマッチング、研究成果の発信等のシステムを
構築し、研究機能を強化する。 
※デジタルONE戦略：４つの分散キャンパスか
らなる香川大学において、デジタルの力によ
り「香川大学がひとつになる」ことであり、
業務の効率化だけではなく、新たな価値創造
に向けた考え方を示した戦略 

 
評価指標 a.全学の機器共用ネットワークシ

ステムに登録された研究設備・
機器の件数 （第４期の平均を第
３期平均と比べて20％増加） 

b.マッチングシステムによる研究
連携の実施数 （第４期中に合計
12件以上） 

 
 

２－１ 未来社会を想定したイノベーションの創出に
向け、分野を超えた多様な研究者から構成され
る研究チームを編成し、産官学の連携によって
、社会の課題解決や社会実装につながる研究開
発を強化する。 

 
評価指標 a.社会の課題解決や社会実装に係

る分野横断型の研究チーム数 
（第４期の平均を第３期平均と
比べて30％増加） 

b.社会の課題解決や社会実装に係
る分野横断型の共同研究・受託
研究契約数 （第４期の平均を
第３期平均と比べて30％増加） 

 
 
Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとる
べき措置 
１－１ 安定した財務基盤の確立のため、外部資金等

の受入れの拡大や保有資産の有効活用などによ
る財源の多元化を進める。 

 
評価指標 a.外部資金の獲得状況について、

毎年度、外部の有識者から意見
を聴取し、評価結果を公表す
る。 

b.財産貸付料・手数料収入の増 
（令和９年度の実績を第３期平
均と比べて20％以上増加） 

 
 

１－２ 学長のリーダーシップのもと、学長戦略経費
を増加させることなどにより、機能強化や組織
改革等の取組を戦略的かつ効果的に推進するた
めの資源配分の仕組みを構築する。 

 
評価指標 a.学長戦略経費の増 （令和９年

度の実績を令和３年度実績と比
べて30％以上増加） 

 

Service）等、継続的なデータ収集に基づく特色ある研
究などの、地域社会の課題の解決や資源の持続的な活
用に資する研究を推進する。 
 
評価指標 a.地域社会を対象とした研究の査

読付き論文数 （第４期の平均を
第３期平均67.2件と比べて10％
増加） 

b.継続的に収集したデータに基づ
く学術的成果（査読付き論文、
書籍等）の数（第４期の平均を
第３期平均22.3件と比べて10％
増加） 

 
１－３ 分散キャンパスにある研究資源の有効活用

と研究の多様化を推進するため、デジタル
ONE戦略※に基づき、研究設備・機器の共用
、研究者のマッチング、研究成果の発信等の
システムを構築し、研究機能を強化する。 
※デジタルONE戦略：４つの分散キャンパス
からなる香川大学において、デジタルの力
により「香川大学がひとつになる」ことで
あり、業務の効率化だけではなく、新たな
価値創造に向けた考え方を示した戦略 

 
評価指標 a.全学の機器共用ネットワークシ

ステムに登録された研究設備・
機器の件数 （第４期の平均を第
３期平均74.8件と比べて20％増
加） 

b.マッチングシステムによる研究
連携の実施数 （第４期中に合計
12件以上） 

 
２－１ 未来社会を想定したイノベーションの創出

に向け、分野を超えた多様な研究者から構成
される研究チームを編成し、産官学の連携に
よって、社会の課題解決や社会実装につなが
る研究開発を強化する。 

 
評価指標 a.社会の課題解決や社会実装に係

る分野横断型の研究チーム数 （
第４期の平均を第３期平均6.5件
と比べて30％増加） 

b.社会の課題解決や社会実装に係
る分野横断型の共同研究・受託
研究契約数 （第４期の平均を第
３期平均3.3件と比べて30％増加
） 

 
Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにと
るべき措置 
１－１ 安定した財務基盤の確立のため、外部資金

等の受入れの拡大や保有資産の有効活用など
による財源の多元化を進める。 

 
評価指標 a.外部資金の獲得状況について、

毎年度、外部の有識者から意見
を聴取し、評価結果を公表す
る。 

b.財産貸付料・手数料収入の増 
（令和９年度の実績を第３期平
均57,682千円と比べて20％以上
増加） 

 
１－２ 学長のリーダーシップのもと、学長戦略経

費を増加させることなどにより、機能強化や
組織改革等の取組を戦略的かつ効果的に推進
するための資源配分の仕組みを構築する。 

 
評価指標 a.学長戦略経費の増 （令和９年度

の実績を令和３年度実績494百万
円と比べて30％以上増加） 
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40 山梨大学 

20.「諸学融合」を通じて学術研究・科学技
術の発展に貢献するため、分野横断的融合
研究及び関連した大学院特別教育プログラ
ムについて、・・・（略） 

 
評価指標 (1)論文数を第３期比で増加さ

せるための取組の実施（分
野横断的融合研究関係のイ
ンパクトファクター付論文
数：10%増、国際共著論文
数：５％増、Top10％論文
数：５％増） 

 
(2)外部評価委員会の設置及び

意見の聴を行い（1回以上/
年）、研究資源の傾斜配分
を実施 

 
28.収益性を重視しつつ病院収入を増加さ
せ、経営の安定を図る中で、・・・ 

（略） 
評価指標 (1)病院収入額の増加（令和

３年度比40億円増/年）及
び費用の抑制（医療費
率：40％未満/年） 

 
（略） 

 

20.「諸学融合」を通じて学術研究・科学技
術の発展に貢献するため、分野横断的融
合研究及び関連した大学院特別教育プロ
グラムについて、・・・（略） 

 
評価指標 (1)論文数を第３期総数比で

増加させるための取組の
実施（分野横断的融合研
究関係のインパクトファ
クター付論文数：10%
増、国際共著論文数：
５％増、Top10％論文
数：５％増） 

(2)外部評価委員会の設置及
び意見の聴取を行い（1
回以上/年）、研究資源
の傾斜配分を実施 

 
28.収益性を重視しつつ病院収入を増加さ
せ、経営の安定を図る中で、・・・
（略） 

評価指標 (1)病院収入額の増加（令和
３年度比40億円増）及び
費用の抑制（医療費率：
40％未満/年） 

 
（略） 

 

 
 
 
 
 
・他の指標には
第３期の後に「
総数（額）」や
「平均」の記載
しているところ
、記載漏れがあ
ったため修正す
るもの 
・誤字の修正 
 
 
 
 
 
・令和３年度病
院収入221億円か
ら令和９年度に
261億円を目指す
という指標を策
定したが、毎年
40億円増と誤解
を生じる恐れの
ある表記である
ため修正するも
の 

49 三重大学 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する目標を達成す
るためにとるべき措置 
２ 教育に関する目標を達成するための措置 
（９）－３ （略）何らかの障がいや疾患に対
して、気軽に相談できる場の提供やＡＴ（支
援機器）ライブラリーを充実させる（略）。 

 
評価指標 ② 障がい学生への支援に対す

る教職員の理解度を高め、関
係部署と連携をしていくた
め、障がい学生支援に係るセ
ミナー（e-Learning、オンデ
マンド型等）を実施し、教職
員の参加率を80％以上とす
る。（第４期中期目標期間最
終年度までに達成） 
 

 
Ⅹ  その他 
２．人事に関する計画 
 ・教職員の人事について、性別・国際性・障

がいの有無を問わず、（略）。 
 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する目標を達成す
るためにとるべき措置 
２ 教育に関する目標を達成するための措置 
（９）－３ （略）何らかの障害や疾患に対し
て、気軽に相談できる場の提供やＡＴ（支援
機器）ライブラリーを充実させる（略）。 

 
評価指標 ② 障害学生への支援に対す

る教職員の理解度を高め、関
係部署と連携をしていくた
め、障害学生支援に係るセミ
ナー（e-Learning、オンデマ
ンド型等）を実施し、教職員
の参加率を80％以上とする。
（第４期中期目標期間最終年
度までに達成） 
 

 
Ⅹ  その他 
２．人事に関する計画 
 ・教職員の人事について、性別・国際性・障

害の有無を問わず、（略）。 
 

・大学内での表
記統一に伴い、
「障がい」を「障
害」に変更する。 

79 宮崎大学 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する目標を達成す
るためにとるべき措置 

 
 ４ その他の社会との共創、教育、研究に関

する重要事項に関する目標を達成するため
の措置 

 
【14】効率的かつ過不足ない医療連携体制を構

築し、医療従事者等の働き方改革を達成
するとともに、安全に高度な医療を提供
し得る病院運営の基盤強化を図る。 

【14-8】 
(指標)適正な入院期間及び効率的な病院運営 
(水準)後方病院を令和９年度までに124施設（

令和２年度の宮崎県内の転院先施設）
から拡充する。 

 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する目標を達成す
るためにとるべき措置 

 
 ４ その他の社会との共創、教育、研究に関

する重要事項に関する目標を達成するため
の措置 

 
【14】効率的かつ過不足ない医療連携体制を

構築し、医療従事者等の働き方改革を
達成するとともに、安全に高度な医療
を提供し得る病院運営の基盤強化を図
る。 

【14-8】 
(指標)適正な入院期間及び効率的な病院運営 
(水準)後方病院を令和９年度までに124施設（

令和２年度の宮崎県内の転院先施設の
半数）へ拡充する。 

 

・令和２年度現在
の後方病院数は
114 施設であり、
当該水準を設定
する際、令和２年
度における宮崎
県内の一般、療
養、有床診療所施
設（248 施設）の
半数である 124施
設以上を令和９
年度までに達成
する目標値とし
て設定していた
が、誤解を招く記
載であったため
より適切な表現
としたい。 



番
号 

法人名 
変更内容 

変更理由 
変更前 変更案 

91 
東海国立大
学機構 

Ⅹ その他 
１． 施設・設備に関する計画 
 

施設・設備
の内容 

予定額 
（百万円） 

財 源 

【岐阜大学】 
・小規模改修 
【名古屋大
学】 
・（鶴舞）ラ
イフ・イノベ
ーション先
端研究教育
拠点施設改
修Ⅱ 
・（東山）ア
カデミック・
セントラル 
・小規模改
修 
 
 

総額 3,784 
 

施設整備費
補 助 金
（3,196） 
（独）大学
改革支援・
学位授与機
構施設費交
付金（588） 

（注１）施設・設備の内容、金額については見
込みであり、中期目標を達成するために必要
な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の
整備や老朽度合等を勘案した施設・設備の改
修等が追加されることもある。 
（注２）小規模改修について令和４年度以降
は令和３年度同額として試算している。 
なお、各事業年度の施設整備費補助金、船舶建
造費補助金、（独）大学改革支援・学位授与機
構施設費交付金、長期借入金については、事業
の進展等により所要額の変動が予想されるた
め、具体的な額については、各事業年度の予算
編成過程等において決定される。 
 
別紙 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計
画及び資金計画 
 
１．予算 
 

令和４年度～令和９年度 予算 
（単位：百万円） 

 
区分 金額 

 
収入 
運営費交付金 
施設整備費補助金 
船舶建造費補助金 
大学改革支援・学位授与機構 
施設費交付金 
自己収入 
授業料及び入学料検定料収入 
 附属病院収入 
 財産処分収入 
 雑収入 
産学連携等研究収入 

及び寄附金収入等 
長期借入金収入 
計 

 

 
 

242,387 
3,196 

0 
 

588 
451,038 
84,934 
353,876 

0 
12,228 

 
157,876 

0 
855,085 

支出 
業務費 
教育研究経費 
診療経費 

施設整備費 
船舶建造費 
産学連携等研究経費 

及び寄附金事業費等 
長期借入金償還金 
計 

 

 
661,234 
339,549 
321,685 

3,784 
0 
 

157,876 
32,191 
855,085 

 

 
 

Ⅹ その他 
１． 施設・設備に関する計画 
 

施設・設備
の内容 

予定額 
（百万円） 

財 源 

【岐阜大学】 
・小規模改修 
【名古屋大
学】 
・（鶴舞）ラ
イフ・イノベ
ーション先
端研究教育
拠点施設改
修Ⅱ 
・（東山）ア
カデミック・
セントラル 
・小規模改
修 
・大学病院
設備整備 

総額 5,021 
 

施設整備費
補 助 金
（3,196） 
（独）大学 
改革支援・ 
学位授与機 
構施設費交 
付金（588） 
長 期 借 入
金（1,237） 

（注１）施設・設備の内容、金額については見
込みであり、中期目標を達成するために必要
な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の
整備や老朽度合等を勘案した施設・設備の改
修等が追加されることもある。 
（注２）小規模改修について令和４年度以降
は令和３年度同額として試算している。 
なお、各事業年度の施設整備費補助金、船舶建
造費補助金、（独）大学改革支援・学位授与機
構施設費交付金、長期借入金については、事業
の進展等により所要額の変動が予想されるた
め、具体的な額については、各事業年度の予算
編成過程等において決定される。 
 
別紙 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計
画及び資金計画 
 
１．予算 
 

令和４年度～令和９年度 予算 
（単位：百万円） 

 
区分 金額 

 
収入 
運営費交付金 
施設整備費補助金 
船舶建造費補助金 
大学改革支援・学位授与 
機構施設費交付金 
自己収入 
授業料及び入学料検定料収入 

 附属病院収入 
 財産処分収入 
 雑収入 
産学連携等研究収入 

及び寄附金収入等 
長期借入金収入 
計 

 

 
 

242,387 
3,196 

0 
 

588 
451,038 
84,934 
353,876 

0 
12,228 

 
157,876 
1,237 

856,322 

支出 
業務費 
教育研究経費 
診療経費 

施設整備費 
船舶建造費 
産学連携等研究経費 

及び寄附金事業費等 
長期借入金償還金 
計 

 

 
661,234 
339,549 
321,685 
5,021 

0 
 

157,876 
32,191 
856,322 

 

 
 

・長期借入金に
ついて、当初計
画の設備整備予
定額の計上漏れ
があったため 



番
号 

法人名 
変更内容 

変更理由 
変更前 変更案 

３．資金計画 
 

令和４年度～令和９年度 資金計画 
（単位：百万円） 

 
区分 金額 
 
資金支出 
業務活動による支出 
投資活動による支出 
財務活動による支出 
次期中期目標期間への繰越金 

 
資金収入 
業務活動による収入 
 運営費交付金による収入 
授業料及び 
入学料検定料による収入 

附属病院収入 
受託研究等収入 
寄附金収入 
その他の収入 

投資活動による収入 
施設費による収入 
その他による収入 

財務活動による収入 
前中期目標期間よりの繰越金 

 

 
881,982 
791,866 
31,028 
32,191 
26,897 

 
881,982 
851,301 
242,387 

 
84,934 
353,876 
128,929 
28,947 
12,228 
3,784 
3,784 

0 
0 

26,897 

 
注）施設費による収入には、独立行政法人大学
改革支援・学位授与機構における施設費交付
事業に係る交付金を含む。 

３．資金計画 
 

令和４年度～令和９年度 資金計画 
（単位：百万円） 

 
区分 金額 
 
資金支出 
業務活動による支出 
投資活動による支出 
財務活動による支出 
次期中期目標期間への繰越金 

 
資金収入 
業務活動による収入 
 運営費交付金による収入 
授業料及び 
入学料検定料による収入 

附属病院収入 
受託研究等収入 
寄附金収入 
その他の収入 

投資活動による収入 
施設費による収入 
その他による収入 

財務活動による収入 
前中期目標期間よりの繰越金 

 

 
883,219 
791,866 
32,265 
32,191 
26,897 

 
883,219 
851,301 
242,387 

 
84,934 
353,876 
128,929 
28,947 
12,228 
3,784 
3,784 

0 
1,237 

26,897 

 
注）施設費による収入には、独立行政法人大学
改革支援・学位授与機構における施設費交付
事業に係る交付金を含む。 

 

  



＜中期計画別表の変更＞ 

○ 教育研究組織の設置等に伴う変更 ４２法人 

・教育研究組織の設置・改組に伴う変更 ３９法人 

番
号 

法
人
名 

現行 変更案 

10 

東
北
大
学 

別表1 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

 

文学部 840人 

教育学部 280人 

法学部 640人 

経済学部 1,080人 

理学部 1,296人 

医学部 1,217人 

歯学部 318人 

薬学部 360人 

工学部 3,240人 

農学部 600人 

 
（収容定員の総数） 

9,871人 
 

別表1 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

 

文学部 840人 

教育学部 280人 

法学部 640人 

経済学部 1,080人 

理学部 1,296人 

医学部 1,228人 

歯学部 318人 

薬学部 360人 

工学部 3,240人 

農学部 600人 

 
（収容定員の総数） 

9,882人 
 

13 

山
形
大
学 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

人文社会科学部  １，２００人 
地域教育文化学部   ７００人 

理学部        ８４０人 
医学部        ８８８人 
工学部      ２，６００人 

農学部        ６６０人 
 
（収容定員の総数） 

６，８８８人 

研究科等 

社会文化創造研究科    ４８人 
医学系研究科      １６９人 
理工学研究科      ５７７人 

有機材料システム研究科 ２２６人 
農学研究科        ６４人 
教育実践研究科      ４０人 

 
（収容定員の総数） 
修士課程・博士前期課程 ８６６人 

博士後期課程      １１４人 
一貫制博士課程     １０４人 
専門職学位課程      ４０人 

 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

人文社会科学部  １，２００人 
地域教育文化学部   ７００人 
理学部        ８４０人 

医学部        ８９６人 
工学部      ２，６００人 
農学部        ６６０人 

 
（収容定員の総数） 
６，８９６人 

研究科等 

社会文化創造研究科    ４８人 

医学系研究科      １５７人 
理工学研究科      ５７７人 
有機材料システム研究科 ２２６人 

農学研究科        ７６人 
教育実践研究科      ４０人 
 

（収容定員の総数） 
修士課程・博士前期課程 ８６６人 
博士後期課程      １１４人 

一貫制博士課程     １０４人 
専門職学位課程      ４０人 

 

14 

福
島
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 （略） 

研究科等 

人間発達文化研究科        80人 
地域政策科学研究科        40人 
経済学研究科           44人 

 
共生システム理工学研究科     138人 
 

 
 
（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程    252人 
博士後期課程          18人 
専門職学位課程         32人 

 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 （略） 

研究科等 

人間発達文化研究科 0人（R5募集停止） 
地域政策科学研究科 0人（R5募集停止） 
経済学研究科    0人（R5募集停止） 

地域デザイン科学研究科 84人 
共生システム理工学研究科 108人 
食農科学研究科   40人 

教職実践研究科   24人 
 
（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程    214人 
博士後期課程          18人 
専門職学位課程         24人 

 

16 

筑
波
大
学 

別表１ 学群、学術院（研究科含む）及び収容定員 

学群 

人文・文化学群        ９６０人 
社会・国際学群        ６６０人 

人間学群           ４８０人 
生命環境学群       １，０２０人 
理工学群         ２，１００人 

情報学群           ９８０人 
医学群          １，１０３人 
体育専門学群         ９６０人 

芸術専門学群         ４００人 
 
（収容定員の総数） 

８，６６３人 
 

別表１ 学群、学術院（研究科含む）及び収容定員 

学群 

人文・文化学群        ９６０人 
社会・国際学群        ６６０人 

人間学群           ４８０人 
生命環境学群       １，０２０人 
理工学群         ２，１００人 

情報学群           ９８０人 
医学群          １，１３９人 
体育専門学群         ９６０人 

芸術専門学群         ４００人 
 
（収容定員の総数） 

８，６９９人 
 



番
号 

法
人
名 

現行 変更案 

学術院 
（研究科含む

） 

人文社会ビジネス科学学術院   ８３３人 
理工情報生命学術院     ２，９８８人 

人間総合科学学術院     １，９７０人 
人文社会科学研究科（Ｒ２募集停止） ０人 
生命環境科学研究科（Ｒ２募集停止） ０人 

人間総合科学研究科（Ｒ２募集停止） ０人 
 
（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程   ３，６３０人 
博士後期課程        １，５９３人 
一貫制博士課程         ４００人 

専門職学位課程         １６８人 
 

 

学術院 
（研究科含む

） 

人文社会ビジネス科学学術院   ８３３人 
理工情報生命学術院     ２，９８８人 

人間総合科学学術院     １，９７０人 
人文社会科学研究科（Ｒ２募集停止） ０人 
生命環境科学研究科（Ｒ２募集停止） ０人 

（削除） 
 
（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程   ３，６３０人 
博士後期課程        １，５９３人 
一貫制博士課程         ４００人 

専門職学位課程         １６８人 
 

 

21 

千
葉
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

国際教養学部 360人 
文学部    700人 

法政経学部 1,480人 
教育学部  1,560人 
理学部    800人 

工学部   2,600人 
園芸学部   760人 
医学部    617人 

薬学部    460人 
看護学部   320人 
 

（収容定員の総数） 
9,657人 

 

研究科等 

人文公共学府      141人 
専門法務研究科      120人 
教育学研究科      158人 

融合理工学府     1,522人 
園芸学研究科      264人 
医学薬学府       671人 

看護学研究科      125人 
総合国際学位プログラム【10人】 
（連携協力研究科等である人文公共学府の内数） 

 
（収容定員の総数） 
修士課程・博士前期課程 1,916人 

博士後期課程  453人 
一貫制博士課程 472人 
専門職学位課程 160人 

 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

国際教養学部 360人 
文学部    700人 

法政経学部 1,480人 
教育学部  1,560人 
理学部    800人 

工学部   2,600人 
園芸学部   760人 
医学部    634人 

薬学部    460人 
看護学部   320人 
 

（収容定員の総数） 
9,674人 

 

研究科等 

人文公共学府      141人 
専門法務研究科      120人 
教育学研究科      158人 

融合理工学府     1,561人 
園芸学研究科      334人 
医学薬学府       831人 

看護学研究科      125人 
総合国際学位プログラム【10人】 
（連携協力研究科等である人文公共学府の内数） 

 
（収容定員の総数） 
修士課程・博士前期課程 1,986人 

博士後期課程  492人 
一貫制博士課程 632人 
専門職学位課程 160人 

 
 

22 

東
京
大
学 

 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

 
法学部  1,600人 

医学部   810人 
工学部  3,772人 
文学部  1,420人 

理学部  1,120人 
農学部  1,220人 
経済学部 1,360人 

教養学部  560人 
教育学部  380人 
薬学部   336人 

 
（収容定員の総数） 

12,578人 
 

 
別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

 
法学部  1,600人 

医学部   812人 
工学部  3,772人 
文学部  1,420人 

理学部  1,120人 
農学部  1,220人 
経済学部 1,360人 

教養学部  560人 
教育学部  380人 
薬学部   336人 

 
（収容定員の総数） 

12,580人 
 

23 

東
京
医
科
歯
科
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

医学部 910人 

歯学部 467人 
 
（収容定員の総数） 

 1,377人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

医学部 926人 

歯学部 467人 
 
（収容定員の総数） 

 1,393人 
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26 

東
京
農
工
大
学 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学府 

農学府 388人 

工学府 940人 
生物システム応用科学府 222人 

 

（収容定員の総数） 
 修士課程・博士前期課程 1,146人 
 博士後期課程 234人 

 一貫制博士課程 90人 
 専門職学位課程 80人 

 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学府 

農学府 388人 

工学府 983人 
生物システム応用科学府 222人 

 

（収容定員の総数） 
 修士課程・博士前期課程 1,180人 
 博士後期課程 243人 

 一貫制博士課程 90人 
 専門職学位課程 80人 

 

31 

電
気
通
信
大
学 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

研究科等 

 
情報理工学研究科      

１，１７７人 
 
（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 
 １，０００人 
博士後期課程 

 １７７人 
 

 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

研究科等 

 
情報理工学研究科      

１，１９７人 
 
（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 
 １，０２０人 
博士後期課程 

 １７７人 
 

 

32 

一
橋
大
学 

 
別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

商学部       1,100 人 
経済学部      1,100 人 
法学部        680 人 

社会学部       940 人 
（新規） 
 

 
（収容定員の総数） 
          3,820 人 

研究科等 

経営管理研究科    524 人 
経済学研究科     230 人 

法学研究科      471 人 
社会学研究科     303 人 
言語社会研究科    161 人 

（新規） 
 
国際・公共政策教育部 110 人 

 
（収容定員の総数） 
修士課程       862人 

博士後期課程     456人 
専門職学位課程    481人 
 

 

 
別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

商学部       1,032 人 
経済学部      1,032 人 
法学部        636 人 

社会学部       880 人 
ソーシャル・データ 
サイエンス学部    240 人 

 
（収容定員の総数） 
          3,820 人 

研究科等 

経営管理研究科    515 人 
経済学研究科     224 人 

法学研究科      462 人 
社会学研究科     291 人 
言語社会研究科    155 人 

ソーシャル・データ 
サイエンス研究科   42 人 
国際・公共政策教育部 110 人 

 
（収容定員の総数） 
修士課程       904人 

博士後期課程     414人 
専門職学位課程    481人 
 

 

34 

新
潟
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員  

学部 

人文学部         ８５２人 
教育学部         ７２０人 

法学部          ６９０人 
経済科学部      １，４２０人 
経済学部（Ｒ２募集停止）   ０人 

理学部          ８２０人 
医学部        １，３１３人 
歯学部          ３５７人 

工学部        ２，１６０人 
農学部          ７２０人 
創生学部         ２６０人 

 
（収容定員の総数） 
９，３１２人 

 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員  

学部 

人文学部         ８５２人 
教育学部         ７２０人 

法学部          ６９０人 
経済科学部      １，４２０人 
 

理学部          ８２０人 
医学部        １，３５３人 
歯学部          ３５７人 

工学部        ２，１６０人 
農学部          ７２０人 
創生学部         ２６０人 

 
（収容定員の総数） 
９，３５２人 

 

38 

金
沢
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学域 

融合学域    360人 

人間社会学域 2,692人 
理工学域   2,476人 
医薬保健学域 1,895人 

 
（収容定員の総数） 
7,423人 

 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学域 

融合学域    500人 

人間社会学域 2,672人 
理工学域   2,396人 
医薬保健学域 1,887人 

 
（収容定員の総数） 

7,455人 
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40 

山
梨
大
学 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

教育学部         480人   

医学部          890人  
工学部         1,500人 
生命環境学部       620人   

 
（収容定員の総数） 
3,490人 

 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

教育学部         480人   

医学部          910人  
工学部         1,500人 
生命環境学部       620人   

 
（収容定員の総数） 
3,510人 

 

43 

静
岡
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

 

人文社会科学部     1,810人 
教育学部        1,200人 
情報学部         980人 

理学部          960人 
工学部         2,200人 
農学部          760人 

 
 
（収容定員の総数） 

7,910人 

研究科 

 

人文社会科学研究科   72人 
教育学研究科      102人 
総合科学技術研究科 1,078人 

光医工学研究科     15人 
自然科学系教育部   135人 

 

 
 
 

 
 
 

（収容定員の総数） 
 修士課程・博士前期課程 1,150人 
 博士後期課程       162人 

 専門職学位課程       90人 
 

 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

 

人文社会科学部     1,670人 
教育学部        1,040人 
情報学部         940人 

理学部          920人 
工学部         2,160人 
農学部          720人 

グローバル共創科学部 460人 
 
（収容定員の総数） 

7,910人 

研究科 

 

人文社会科学研究科   72人【2人】 
教育学研究科      102人 
総合科学技術研究科 1,078人【12人】 

光医工学研究科     15人 
自然科学系教育部   135人 
山岳流域研究院      14人 

 
【 】内の数字は、人文社会科学研究科及び総
合科学技術研究科の収容定員のうち、研究科

等連係課程実施基本組織である山岳流域研究
院の収容定員を内数で表している。 
 

（収容定員の総数） 
 修士課程・博士前期課程 1,150人 
 博士後期課程       162人 

 専門職学位課程       90人 
 

 

44 

浜
松
医
科
大
学 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

 
医学部 900 人       
  

（収容定員の総数） 
 900 人 
 

 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

 
医学部 915 人       
  

（収容定員の総数） 
 915 人 
 

 

49 

三
重
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

（略） 
医学部   990人 
（略） 

（収容定員の総数） 
 5,550人 

 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

（略） 
医学部   1,010人 
（略） 

（収容定員の総数） 
 5,570人 

 

51 

滋
賀
医
科
大
学 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

医学部 860人 
 
（収容定員の総数） 

860人 
 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

医学部 865人 
 
（収容定員の総数） 

865人 
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52 

京
都
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員          

研究科等 

文学研究科           ３８５人 

教育学研究科          １５９人 
法学研究科           ５９４人 
経済学研究科          ２３１人 

理学研究科         １，１３４人 
医学研究科         １，０８４人 
薬学研究科           ２３８人 

工学研究科         １，９６７人 
農学研究科           ８７６人 
人間・環境学研究科       ５３２人 

エネルギー科学研究科      ３６５人 
アジア・アフリカ地域研究研究科 １５０人 
情報学研究科          ５５８人 

生命科学研究科         ２４９人 
総合生存学館          １００人 
地球環境学舎          １４８人 

公共政策教育部          ８０人 
経営管理教育部         ２２１人 
 

（収容定員の総数） 
修士課程・博士前期課程   ４，６０４人 
博士後期課程        ２，６０７人 

一貫制博士課程       １，０３２人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員          

研究科等 

文学研究科           ３８５人 

教育学研究科          １５９人 
法学研究科           ５９４人 
経済学研究科          ２３１人 

理学研究科         １，１３４人 
医学研究科         １，０８４人 
薬学研究科           ２３８人 

工学研究科         １，９６７人 
農学研究科           ８７６人 
人間・環境学研究科       ５３２人 

エネルギー科学研究科      ３６５人 
アジア・アフリカ地域研究研究科 １５０人 
情報学研究科          ６６０人 

生命科学研究科         ２４９人 
総合生存学館          １００人 
地球環境学舎          １４８人 

公共政策教育部          ８０人 
経営管理教育部         ２２１人 
 

（収容定員の総数） 
修士課程・博士前期課程   ４，７０６人 
博士後期課程        ２，６０７人 

一貫制博士課程       １，０３２人 
 

55 

大
阪
大
学 

 
別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

文学部           ６６０人 
人間科学部         ５６８人 

外国語学部       ２，３４０人 
法学部         １，０２０人 
経済学部          ９００人 

理学部         １，０２０人 
医学部         １，３０５人 
歯学部           ３１８人 

薬学部           ４８０人 
工学部         ３，２８０人 
基礎工学部       １，７４０人 

 
（収容定員の総数） 

１３，６３１人 

研究科 

人文学研究科        ５１７人 
文学研究科（R４募集停止）    ０人 
人間科学研究科       ３０４人 

法学研究科         １０６人 
経済学研究科        ２４１人 
理学研究科         ９１０人 

医学系研究科        ９５９人 
歯学研究科         １６０人 
薬学研究科         ２５０人 

工学研究科       ２，１７４人 
基礎工学研究科       ７４４人 
言語文化研究科（R４募集停止）  ０人 

国際公共政策研究科     １３３人 
情報科学研究科       ４４９人 
生命機能研究科       ２７５人 

高等司法研究科       ２４０人 
大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学
・福井大学連合小児発達学研究科 ４５人 

 
（収容定員の総数） 
修士課程・博士前期課程 ４，１６６人 

博士後期課程 １，９３８人 
一貫制博士課程 １，１６３人 
専門職学位課程 ２４０人 

 

 
別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

文学部           ６６０人 
人間科学部         ５６８人 

外国語学部       ２，３４０人 
法学部         １，０２０人 
経済学部          ９００人 

理学部         １，０２０人 
医学部         １，２６７人 
歯学部           ３１８人 

薬学部           ４８０人 
工学部         ３，３０４人 
基礎工学部       １，７５６人 

 
（収容定員の総数） 

１３，６３３人 

研究科 

人文学研究科        ５１７人 
文学研究科（R４募集停止）    ０人 
人間科学研究科       ３０４人 

法学研究科         １０６人 
経済学研究科        ２４１人 
理学研究科         ９１０人 

医学系研究科        ９５９人 
歯学研究科         １６０人 
薬学研究科         １３０人 

工学研究科       ２，１７４人 
基礎工学研究科       ７４４人 
言語文化研究科（R４募集停止）  ０人 

国際公共政策研究科     １３３人 
情報科学研究科       ４４９人 
生命機能研究科       ２７５人 

高等司法研究科       ２４０人 
大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学
・福井大学連合小児発達学研究科 ４５人 

 
（収容定員の総数） 
修士課程・博士前期課程 ４，０４６人 

博士後期課程 １，９３８人 
一貫制博士課程 １，１６３人 
専門職学位課程 ２４０人 

 

58 

神
戸
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

研究科等 

人文学研究科         １４８人     

国際文化学研究科       １３９人    
人間発達環境学研究科     ２２９人     
法学研究科          ３６８人     

経済学研究科         ２２６人     
経営学研究科         ３３６人     
理学研究科          ３２５人     

医学研究科          ４５０人     
保健学研究科         ２０３人     
工学研究科          ７５８人     

別表１ 学部、研究科等及び収容定員            

研究科等 

人文学研究科         １４８人     

国際文化学研究科       １３９人    
人間発達環境学研究科     ２２９人     
法学研究科          ３６８人     

経済学研究科         ２２６人     
経営学研究科         ３３６人     
理学研究科          ３２５人     

医学研究科          ５０４人     
保健学研究科         ２０３人     
工学研究科          ７５８人     



番
号 

法
人
名 

現行 変更案 

システム情報学研究科     １８２人     
農学研究科          ３０９人     

海事科学研究科        １８３人     
国際協力研究科        ２０９人     
科学技術イノベーション研究科 １１０人 

 
（収容定員の総数） 
修士課程・博士前期課程 ２，５１２人 

 博士後期課程        ８８５人 
 一貫制博士課程       ４００人 
 専門職学位課程       ３７８人 

 

システム情報学研究科     １９６人     
農学研究科          ３０９人     

海事科学研究科        １８３人     
国際協力研究科        ２０９人     
科学技術イノベーション研究科 １１０人 

 
（収容定員の総数） 
修士課程・博士前期課程 ２，５５６人 

 博士後期課程        ９０９人 
 一貫制博士課程       ４００人 
 専門職学位課程       ３７８人 

 

61 

和
歌
山
大
学 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

教育学部         660人 
経済学部        1,220人 
システム工学部     1,260人 
観光学部         480人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（収容定員の総数） 

3,620人 

研究科等 

教育学研究科        60人 
経済学研究科        76人 
システム工学研究科    282人 
観光学研究科        46人 
 
（収容定員の総数） 
修士課程・博士前期課程 362人 
博士後期課程       42人 
専門職学位課程      60人 

 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

教育学部         660人 
経済学部        1,220人 

【 40人】 
システム工学部     1,260人 

【 60人】 
観光学部         480人 

【 20人】 
社会インフォマティクス学環 

【120人】 
 
【 】は、学部等連係課程実施基本組織に
活用する収容定員を示す。 
 
（収容定員の総数） 

3,620人 

研究科等 

教育学研究科        60人 
経済学研究科        76人 
システム工学研究科    282人 
観光学研究科        50人 
 
（収容定員の総数） 
修士課程・博士前期課程 346人 
博士後期課程       42人 
専門職学位課程      80人 

 

62 

鳥
取
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

 
 

学部 

地域学部    ６８０人 
医学部   １，１６９人 

工学部   １，８００人 
農学部   １，０９０人 
（収容定員の総数） 

      ４，７３９人     
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

 
 

学部 

地域学部    ６８０人 
医学部   １，１９４人 

工学部   １，８００人 
農学部   １，０９０人 
（収容定員の総数） 

      ４，７６４人     
 

63 

島
根
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

 

 
 
 

学部 

法文学部 760人 

教育学部 520人 
人間科学部 320人 
医学部 837人 

総合理工学部 1,624人 
 
生物資源科学部 830人 

 
（収容定員の総数） 
4,891人 

 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

 

 
 
 

学部 

法文学部 720人 

教育学部 520人 
人間科学部 320人 
医学部 849人 

総合理工学部 1,504人 
材料エネルギー学部 330人 
生物資源科学部 830人 

 
（収容定員の総数） 
5,073人 

 

64 

岡
山
大
学 

別表1 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

（略） 
医学部        １，２７７人 

（略） 
 
（収容定員の総数） 

９，２９０人 

研究科等 

（略） 

自然科学研究科          ８４６人 
                      
（略） 

環境生命科学研究科        ４４４人 
医歯薬学総合研究科        ６５３人 
（略） 

 
（収容定員の総数） 
修士課程・博士前期課程   １，５７０人 

博士後期課程          ４１７人 
一貫制博士課程         ５３２人 
専門職学位課程         １６２人 

 

別表1 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

（略） 
医学部  １，２８６人 

（略） 
 
（収容定員の総数） 

９，２９９人 

研究科等 

（略） 

自然科学研究科    ０人（Ｒ５募集停止） 
環境生命自然科学研究科   １，２９０人 
（略） 

環境生命科学研究科  ０人（Ｒ５募集停止） 
医歯薬学総合研究科       ６４４人 
（略） 

 
（収容定員の総数） 
修士課程・博士前期課程  １，５７８人 

博士後期課程         ４２０人 
一貫制博士課程        ５１２人 
専門職学位課程        １６２人 
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65 

広
島
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

（略） 

 
教育学部 1,780人 
 

（略） 
 

医学部 1,123人 

 
（略） 

 

情報科学部 330人 
 
（収容定員の総数） 

9,857人 
 

研究科等 

人間社会科学研究科 1,369人 
先進理工系科学研究科 1,286人 
統合生命科学研究科 550人 

医系科学研究科 615人 
 
 

（収容定員の総数） 
（略） 

 

 
 

 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

（略） 

 
教育学部 1,700人 
 

（略） 
 

医学部 1,136人 

 
（略） 

 

情報科学部 610人 
 
（収容定員の総数） 

10,070人 
 

研究科等 

人間社会科学研究科 1,369人【内39人】 
先進理工系科学研究科 1,286人【内47人】 
統合生命科学研究科 550人【内30人】 

医系科学研究科 615人【内7人】 
スマートソサイエティ実践科学研究院【123人】 
 

（収容定員の総数） 
（略） 

※【内○人】は、スマートソサイエティ実践科

学研究院（研究科等連係課程実施基本組織）に活
用する収容定員を内数で示す。 

 

66 

山
口
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

人文学部        740 人 
教育学部        720 人 
経済学部      1,380 人 

理学部       880 人 
医学部      1,087 人 
工学部      2,160 人 

農学部       400 人 
共同獣医学部    180 人 
国際総合科学部   400 人 

 
（収容定員の総数） 
         7,947 人 

 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

人文学部        740 人 
教育学部        720 人 
経済学部      1,380 人 

理学部       880 人 
医学部      1,106 人 
工学部      2,160 人 

農学部       400 人 
共同獣医学部    180 人 
国際総合科学部   400 人 

 
（収容定員の総数） 
         7,966 人 

 
 

67 

徳
島
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

総合科学部               680人 

医学部                1,342人 
歯学部                315人 
薬学部                480人 

理工学部               2,450人 
生物資源産業学部           406人 
 

（収容定員の総数）         5,673人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

総合科学部               680人 

医学部                1,354人 
歯学部                315人 
薬学部                480人 

理工学部               2,570人 
生物資源産業学部           406人 
 

（収容定員の総数）         5,805人 
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香
川
大
学 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

教育学部    ６４０人 
法学部     ６６０人 

経済学部  １，０４０人 
医学部     ９２９人 
創造工学部 １，３６０人 

農学部     ６００人 
 
（収容定員の総数） 

５，２２９人 
 

 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

教育学部    ６４０人 
法学部     ６６０人 

経済学部  １，０４０人 
医学部     ９４３人 
創造工学部 １，３６０人 

農学部     ６００人 
 
（収容定員の総数） 

５，２４３人 
 

 



番
号 

法
人
名 

現行 変更案 

70 

愛
媛
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

研究科等 

人文社会科学研究科       40人 

教育学研究科         100人 
医学系研究科         150人【内4人】 
理工学研究科         569人 

農学研究科          144人【内6人】 
 
連合農学研究科        51人 

医農融合公衆衛生学環（Ｒ４設置）【10人】 
 
 

（収容定員の総数） 
修士課程・博士前期課程   728人【内10人】 
博士後期課程        126人 

一貫制博士課程       120人 
専門職学位課程        80人 
 

【内 人】は、医農融合公衆衛生学環に活用す
る収容定員を示す。 

 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

研究科等 

人文社会科学研究科     40人【内4人】※２ 

教育学研究科        100人 
医学系研究科       150人【内4人】※１ 
理工学研究科       569人【内4人】※２ 

農学研究科        144人【内6人】※１ 
                               【内4人】※２ 
連合農学研究科       51人 

医農融合公衆衛生学環   【10人】 
地域レジリエンス学環   【12人】 
 

（収容定員の総数） 
修士課程・博士前期課程  728人【内22人】 
博士後期課程       126人 

一貫制博士課程      120人 
専門職学位課程       80人 
 

【内 人】は、研究科等連係課程実施基本組織に活
用する収容定員を示す。 
※１：医農融合公衆衛生学環に活用する収容定員 

※２：地域レジリエンス学環に活用する収容定員 
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高
知
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

 
人文社会科学部              1,120人 
教育学部                  520人 

理工学部            980人 
医学部                         945人 
農林海洋科学部                 800人 

地域協働学部                   240人 
 
（収容定員の総数） 

 4,605人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

 
人文社会科学部              1,116人 
教育学部                   520人 

理工学部            980人 
医学部                         945人 
農林海洋科学部         804人 

地域協働学部                   240人 
 
（収容定員の総数） 

 4,605人 
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九
州
大
学 

別表１ 学部、学府等及び収容定員 

学部 

共創学部   420人 

文学部     604人 
教育学部   184人 
法学部    756人 

経済学部   944人 
理学部   1,042人 
医学部     1,219人 

歯学部        318人 
薬学部     376人 
工学部   3,152人 

芸術工学部  748人 
農学部    904人 
 

（収容定員の総数） 
10,667人 

学府及び研

究科等連係
課程実施基
本組織 

人文科学府        187人 
地球社会統合科学府    225人 

人間環境学府       370人 
法学府          185人 
法務学府         135人 

経済学府         256人【内5人】 
理学府          429人 
数理学府         168人【内43人】 

システム生命科学府    270人 
医学系学府        592人 
歯学府          172人 

薬学府          166人 
工学府         1,171人 
芸術工学府        330人 

システム情報科学府    475人【内18人】 
総合理工学府       530人 
生物資源環境科学府    719人 

統合新領域学府      164人 
ﾏｽ・ﾌｫｱ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ連係学府【66人】 
※【内 人】は、研究科等連係課程実施基本組織

に活用する収容定員を示す。 
 
（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 3,616人 
博士後期課程      1,713人 
一貫制博士課程      890人 

専門職学位課程      325人 
 

別表１ 学部、学府等及び収容定員 

学部 

共創学部   420人 

文学部     604人 
教育学部   184人 
法学部    756人 

経済学部   924人 
理学部   1,042人 
医学部     1,219人 

歯学部        318人 
薬学部     376人 
工学部   3,152人 

芸術工学部  748人 
農学部    904人 
 

（収容定員の総数） 
10,647人 

学府及び研究
科等連係課程
実施基本組織 

人文科学府        187人 
地球社会統合科学府    225人 
人間環境学府       370人 

法学府          185人 
法務学府         135人 
経済学府         256人【内5人】 

理学府          429人 
数理学府         168人【内43人】 
システム生命科学府    270人 

医学系学府        592人 
歯学府          184人 
薬学府          166人 

工学府         1,171人 
芸術工学府        330人 
システム情報科学府    475人【内18人】 

総合理工学府       530人 
生物資源環境科学府    719人 
統合新領域学府      121人 

ﾏｽ・ﾌｫｱ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ連係学府【66人】 
※【内 人】は、研究科等連係課程実施基本組織
に活用する収容定員を示す。 

 
（収容定員の総数） 
修士課程・博士前期課程 3,588人 

博士後期課程      1,710人 
一貫制博士課程      890人 
専門職学位課程      325人 

 

75 

佐
賀
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

教育学部         ４８０人 
芸術地域デザイン学部   ４５０人 

経済学部       １，０４０人 
医学部          ８３３人 
理工学部       １，９５０人 

農学部          ５８０人 
 
（収容定員の総数） 

５，３３３人 

研究科等 

学校教育学研究科      ４０人 
地域デザイン研究科     ４０人 

医学系研究科       １００人 
先進健康科学研究科    １０４人 
理工学研究科       ３９４人 

工学系研究科（R3募集停止）  ０人 
農学研究科         ６４人 
 

（収容定員の総数） 
修士課程・博士前期課程 ５４２人 
博士後期課程 ６０人 

一貫制博士課程 １００人 
専門職学位課程 ４０人 

 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

教育学部         ４８０人 
芸術地域デザイン学部   ４５０人 

経済学部       １，０４０人 
医学部          ８３８人 
理工学部       １，９５０人 

農学部          ５８０人 
 
（収容定員の総数） 

５，３３８人 

研究科等 

学校教育学研究科      ４０人 
地域デザイン研究科     ４０人 

医学系研究科       １００人 
先進健康科学研究科    １０４人 
理工学研究科       ３９４人 

（削除） 
農学研究科         ６４人 
 

（収容定員の総数） 
修士課程・博士前期課程 ５４２人 
博士後期課程 ６０人 

一貫制博士課程 １００人 
専門職学位課程 ４０人 
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長
崎
大
学 

 
別表１ 学部，研究科等及び収容定員 

学部 

多文化社会学部    ４００人 
教育学部       ７２０人 
経済学部     １，３３０人 

医学部      １，０６４人 
歯学部        ３００人 
薬学部        ４００人 

情報データ科学部   ４４０人 
工学部      １，３２０人 
環境科学部      ５３０人 

水産学部       ４４０人 
 
（収容定員の総数） 

６，９４４人 

 

 
別表１ 学部，研究科等及び収容定員 

学部 

多文化社会学部    ４００人 
教育学部       ７２０人 
経済学部     １，２１０人 

医学部      １，１２４人 
歯学部        ３００人 
薬学部        ４００人 

情報データ科学部   ４８０人 
工学部      １，３２０人 
環境科学部      ５３０人 

水産学部       ４８０人 
 
（収容定員の総数） 

６，９６４人 

 

77 

熊
本
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

文学部   700人 

教育学部 880人 
法学部   860人 
理学部   800人 

医学部  1,243人 
薬学部   470人 
工学部  2,142人 

 
（収容定員の総数） 

 7,095人 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

文学部   700人 

教育学部 880人 
法学部   860人 
理学部   800人 

医学部 1,248人 
薬学部   470人 
工学部 2,182人 

 
（収容定員の総数） 

7,140人 
 

78 

大
分
大
学 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

 
教育学部     ５４０人 
経済学部   １，１８０人 

医学部      ８５２人 
理工学部   １，５６０人 
福祉健康科学部  ４００人 

 
（収容定員の総数） 

４，５３２人 

 
 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

 
教育学部     ６００人 
経済学部   １，１００人 

医学部    １，００２人 
理工学部   １，４４０人 
福祉健康科学部  ４００人 

 
（収容定員の総数） 

４，５４２人 

 
 

80 

鹿
児
島
大
学 

 
別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

法文学部    1,660人 

教育学部     760人 
理学部       740人 
医学部    1,130人 

歯学部      318人 
工学部     1,800人 
農学部       820人 

水産学部     560人 
共同獣医学部  180人 
 

（収容定員の総数） 
7,968人 

 

 
別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

法文学部    1,660人 

教育学部     760人 
理学部       740人 
医学部    1,150人 

歯学部      318人 
工学部     1,800人 
農学部       820人 

水産学部     560人 
共同獣医学部  180人 
 

（収容定員の総数） 
7,988人 
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琉
球
大
学 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

人文社会学部      ８２０人 
国際地域創造学部  １，４２０人 

教育学部        ５６０人 
理学部         ８００人 
医学部         ８７７人 

工学部       １，４４０人 
農学部         ５７０人 
 

（収容定員の総数） 
 ６，４８７人 
 

 
 
 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

学部 

人文社会学部      ８２０人 
国際地域創造学部  １，４２０人 

教育学部        ５６０人 
理学部         ８００人 
医学部         ８８９人 

工学部       １，４４０人 
農学部         ５７０人 
 

（収容定員の総数） 
 ６，４９９人 
 

 
 
 



番
号 

法
人
名 

現行 変更案 

研究科等 

人文社会科学研究科     １２人 
（人文社会科学研究科＜博士前期課程＞Ｒ

４募集停止） 
観光科学研究科（Ｒ４募集停止）０人 
地域共創研究科       ７０人 

教育学研究科        ４０人 
医学研究科        １５０人 
保健学研究科        ２９人 

理工学研究科       ３２６人 
農学研究科         ７０人 
法務研究科         ４８人 

 
（収容定員の総数） 
修士課程・博士前期課程 ４８０人 

博士後期課程 ５７人 
一貫制博士課程 １２０人 
専門職学位課程 ８８人 

 

研究科等 

人文社会科学研究科     １２人 
（削除） 

 
（削除） 
地域共創研究科       ７０人 

教育学研究科        ４０人 
医学研究科        １５０人 
保健学研究科        ２９人 

理工学研究科       ３２６人 
農学研究科         ７０人 
法務研究科         ４８人 

 
（収容定員の総数） 
修士課程・博士前期課程 ４８０人 

博士後期課程 ５７人 
一貫制博士課程 １２０人 
専門職学位課程 ８８人 
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総
合
研
究
大
学
院
大
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別表 学部、研究科等及び収容定員 

研究科 

 

文化科学研究科         45 人 
物理科学研究科         95 人 
高エネルギー加速器科学研究科  45 人 

 
複合科学研究科         70 人 
生命科学研究科         99 人 

先導科学研究科          28 人 
 
（収容定員の総数） 

博士後期課程    177人 
一貫制博士課程  205人 

 

別表 学部、研究科等及び収容定員 

院（研究科
含む） 

 

文化科学研究科（R５募集停止）  0 人 
物理科学研究科（R５募集停止） 0人 
高エネルギー加速器科学研究科（R５募集停止）             

0 人 
複合科学研究科（R５募集停止） 0人 
生命科学研究科（R５募集停止） 0人 

先導科学研究科（R５募集停止） 0人 
先端学術院          476 人 
 

（収容定員の総数） 
博士後期課程    186人 
一貫制博士課程  290人 

 

92 

北
海
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機
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別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

【北見工業大学】 

研究科等 

 

工学研究科    264人 
 
 （収容定員の総数） 

博士前期課程  240人 
博士後期課程   24人 

 

別表１ 学部、研究科等及び収容定員 

【北見工業大学】 

研究科等 

 

工学研究科    276人 
 
 （収容定員の総数） 

博士前期課程  240人 
博士後期課程   36人 

 

  



・募集停止に伴う学部・研究科名の削除のみ ３法人 

番
号 

法人名 学部・研究科名 

18 宇都宮大学 
教育学部 
国際学研究科 
工学研究科 

35 長岡技術科学大学 技術経営研究科 

53 京都教育大学 教育学研究科 

  



○ 教育関係共同利用拠点の認定・改組等に伴う変更 ６法人 

番
号 

法人名 
変更内容 

変更理由 
変更前 変更案 

15 茨城大学 

別表２（教育関係共同利用拠点） 

教育関係 
共同利用 
拠点 

湖沼環境・生態系と人の関
わりを多角的に理解する水
圏環境科学フィールド教育
拠点（地球・地域環境共創
機構水圏環境フィールドス
テーション） 

 

別表２（教育関係共同利用拠点） 

教育関係 
共同利用 
拠点 

湖沼環境・生態系の保全と
持続可能な利用に向けた霞
ヶ浦流域環境科学フィール
ド教育拠点（地球・地域環
境共創機構水圏環境フィー
ルドステーション） 

 

・令和５年度の再認定
時に教育研究内容をよ
り拡張・体系化したこと
に伴い、拠点の名称を変
更したため 

16 筑波大学 

別表２ 共同利用・共同研究拠点、教育関係
共同利用拠点 

教育関係 
共同利用 
拠点 

（略） 
ダイバーシティ＆インクル
ージョン教育拠点（ダイバ
ーシティ・アクセシビリテ
ィ・キャリアセンター） 

 

別表２ 共同利用・共同研究拠点、教育関係 
共同利用拠点 

教育関係 
共同利用 
拠点 

（略） 
ダイバーシティ＆インクル
ージョン教育拠点（ヒュー
マンエンパワーメント推進
局） 

 

・令和５年１月にセン
ターの改組に伴い認定
施設の名称が変更とな
ったため 

21 千葉大学 

別表２ 共同利用・共同研究拠点、教育関係
共同利用拠点 

教育関係 
共同利用 
拠点 

看護学教育研究共同利用拠
点（看護学研究院附属看護実
践・教育・研究共創センター） 
教職員の組織的な研修等の
共同利用拠点（教育・学修支
援専門職養成）（アカデミッ
ク・リンク・センター） 

 

別表２ 共同利用・共同研究拠点、教育関係 
共同利用拠点 

教育関係 
共同利用 
拠点 

 
 
 
教職員の組織的な研修等の
共同利用拠点（教育・学修支
援専門職養成）（アカデミッ
ク・リンク・センター） 

 

・令和４年度末をもっ
て教育関係共同利用拠
点の認定の有効期間が
終了となるため 

41 信州大学 

別表２ 教育関係共同利用拠点 

教育関係 
共同利用 
拠点 

中部高冷地域における農
業・環境教育共同利用拠点
－高冷地野菜，畜産と環境
を組み合わせたフィール
ド教育－（信州大学農学部
附属アルプス圏フィール
ド科学教育研究センター
野辺山農場） 

 

別表２ 教育関係共同利用拠点 

教育関係 
共同利用 
拠点 

中部高冷地域における農
業・環境教育共同利用拠点
－高冷地域の園芸作物，畜
産と環境を組み合わせたフ
ィールド教育－（信州大学
農学部附属アルプス圏フィ
ールド科学教育研究センタ
ー野辺山及び構内農場） 

 

・令和５年度の再認定
時に対象農場を追加し
たことに伴い、拠点の名
称を変更したため 

65 広島大学 

別表２ 共同利用・共同研究拠点、教育関係
共同利用拠点 

教育関係 
共同利用 
拠点 

（略） 
 

・生物の多様性や発生と進
化を学ぶ・しまなみ海道
広域海洋生物教育共同利
用国際拠点（統合生命科
学研究科附属臨海実験
所） 

 
 

別表２ 共同利用・共同研究拠点、教育関係 
共同利用拠点 

教育関係 
共同利用 
拠点 

（略） 
 

・時空を超えて学ぶ・しまな
み海道広域海洋生物教育
共同利用国際拠点（統合生
命科学研究科附属臨海実
験所） 

 
 

 

・令和５年度の再認定
時にデジタルの活用な
ど実習を発展させたこ
とに伴い、拠点の名称を
変更したため 

77 熊本大学 

別表２ 共同利用・共同研究拠点、教育関係
共同利用拠点 

教育関係 
共同利用 
拠点 

教授システム学に基づく大
学教員の教育実践力開発拠
点（教授システム学研究セ
ンター） 
 
有明海・八代海・天草諸島
の生物と化石の実体験を
通して学ぶ教育拠点（くま
もと水循環・減災研究教育
センター 合津マリンステ
ーション） 

 

別表２ 共同利用・共同研究拠点、教育関係 
共同利用拠点 

教育関係 
共同利用 
拠点 

教授システム学に基づく大
学教員の教育実践力開発拠
点（半導体・デジタル研究教
育機構 教授システム学教育
実践力開発拠点） 
有明海・八代海・天草諸島の
生物と化石の実体験を通し
て学ぶ教育拠点（くまもと
水循環・減災研究教育セン
ター 合津マリンステーシ
ョン） 

 

・令和５年４月にセン
ターの改組に伴い認定
施設の名称が変更とな
るため 
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